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令和 3 年度 

第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）開催にあたって 

 

 

公益社団法人 日本建築士会連合会 

女性委員長 本間 惠美 

 

令和 3 年度 第 30 回全国女性建築士連絡協議会福岡大会の開

催にあたり、ご挨拶申し上げます。また、日頃より公益社団法人日本建築士会連合会

女性委員会の活動にご支援、ご指導を賜り心より御礼申し上げます。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、残念ながら開催を中止とし本年

に延期いたしました。今年も終息の見えない中ではありましたが、開催方法を再考

し、オンライン配信を取り入れた一日開催といたしました。プログラムの大幅な変更

と新しい試みの中、準備を重ねて開催していただいた福岡県建築士会の皆様には心よ

り感謝いたします。 

今回の福岡大会は、第 30 回目の節目を迎えたことから、福岡県建築士会より記念

企画としてポスターセッションの提案がありました。都道府県建築士会女性委員会

（部会）の皆様に、活動紹介のポスターを作成していただきましたが、会場での展示

が叶わず冊子として配付しています。 

さて、今回のテーマは「未来へつなぐ居住環境づくり～建築空間を支える木の文化 

木挽
こ び き

棟梁
とうりょう

のモノサシ～」です。基調講演では、杉の文化の研究と情報発信を行い、現

代の木挽棟梁としてご活躍の有限会社杉岡製材所代表取締役杉岡世邦氏に、日本の治

山や森林の現状と、これからの日本の木材と建築についてなどお話いただきます。 

また、今年は、東日本大震災の発生から 10 年となりました。震災をきっかけに継

続してきた被災地報告では、福島県と宮城県から東日本大震災後の現状を報告してい

ただきます。ここ数年は台風や豪雨による災害が増えています。今年も、静岡県熱海

市の豪雨による土石流で大きな被害があったことは記憶に新しいことです。報告は、

一昨年、昨年の災害について長野県、千葉県、熊本県よりおこないます。 

7 月 17 日にオンラインで開催した、全国女性委員長（部会長）会議では、新型コロ

ナ過の中、思うように活動ができないという報告が多くありました。一方で、オンラ

インを積極的に取り入れ、会議の他、講演会や勉強会を開催しているところもありま

した。新型コロナ過という大きな災害の中で、やむをえず取り入れることになったオ

ンラインによる活動は、参加の対象や活動の幅を広げることにつながることと前向き

にとらえていますが、来年は、やはり皆様と実際にお会いできることを期待していま

す。今回の協議会を通して学んでいただいたことを、これからの活動に活かしていた

だけることを願ってご挨拶といたします。 
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令和 3 年度  

第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）開催にあたって 

 

 

公益社団法人 日本建築士会連合会 

会長 近角 眞一 

 

皆様こんにちは。連合会会長の近角です。この全建女の大会は昨年 7 月、コロナの第

2 波で延期になりましたが、今年は第 5 波が中々収まらなくて大層気をもみました。 

本日、無事開催される運びとなりましたのは、現地で準備に当たられた福岡士会の実

行委員の皆様が、ネットワークの構築や感染対策などの様々なオプションを検討され、

最善の実行プランを選択されたことに拠っております。そして何よりも、全国の、また

ここ福岡の地の、大勢の女性建築士の皆様方がリモートで参加頂きまして、大きな盛り

上がりの中で開会されましたことは大いなる喜びであります。 

私達の生活環境を今、重苦しく覆っているコロナ禍を収束させる方策は未だ世界で発

見されていません。流行が高まれば人流を低く抑え、流行が鎮まれば人流を復活させる、

これの繰り返しが、際限なく続くばかりで、経済を人流に依存する業種業界は疲弊しき

っています。波を経るごとにウィルスは強力化し、遂に、今回の爆発的流行に至ってし

まったのです。ワクチン接種のみが一縷の望みとなっている訳ですが、コロナ禍はイン

フルエンザと同様、毎年ワクチンを打てば、克服できるとの観測が世界中を駆け巡って

いますが、ワクチンがあっても日本のインフルエンザでは毎年 1,000 万人が罹患し、1

万人が亡くなってきていることを忘れてはいけません。空気環境の専門家である建築士

の視点から申せば、コロナもインフルエンザも換気を十分に行うことで相当の抑止効果

が期待できるものですから、我々建築士会としては今後とも換気改善を粘り強く呼びか

けて行くつもりです。 

地球規模で進行しているもう一つの災禍として、異常気象で頻発している風水害があ

ります。建築士会の災害への取り組みは地震対策では実績がありますが、頻発する風水

害への取り組みでも、建築士会の活躍が期待されています。地震と違って、風水害は災

害の規模ならびに発生時刻をある程度予知できますので、避難の呼びかけを徹底するこ

とで人命救助が可能です。浸水後の建物復旧工事の相談業務も建築士会の重要な役割で

す。被災地の建築士会に蓄積されたノウハウを全国展開して風水害復旧の技術力を建築

士に広めていくことが求められています。 

地球規模の災禍を基から断つためには、建築士会全体で脱炭素への取り組みに進む必

要があります。温暖化による海水面の上昇で地球上の低湿地の大量喪失という事態を国

際協調で回避する試みの中で日本の存在感を高めていく必要があります。 

社会の一大事に多くの建築士が協働で取り組むことは、私達の建築士会結成の大目的

のひとつであります。近年の社会の一大事は、地球の一大事と直結していますので、我々

の活動は、より大規模に、より長期に、展開されることが望まれます。そのためには我々

建築士会の青年会員を増やすこと、そして建築士の男女比率からみて、まだまだ少ない

女性会員を増やすことを、建築士会の会員拡大施策の両輪として、世界の期待に応えら

れる建築士会を目指したいと考えております。今、私が申し上げたことは、本日の協議

会のアピールにも多く取り上げられております。本協議会の実りある成果に期待し、私

のご挨拶とさせていただきます。それでは今日一日、宜しく、お願い申し上げます。 
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令和 3 年度 

第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）開催にあたって 

 

公益社団法人 日本建築士会連合会 女性委員会担当副会長 

一般社団法人 秋田県建築士会 会長 

淡路 孝次 

 

全国女性建築士連絡協議会創立 30 周年誠におめでとうございます。 

私は昨年度より女性委員会担当理事となりました副会長の淡路です。皆様の活躍を目の

当たりできる担当となりまた記念すべき福岡大会に参画でき本当に嬉しく思っており

ます。 

唯、コロナ禍の中、記念事業を思う通り実施できないこと、特に全国の女性建築士の

仲間が一堂に会し親睦を深めることが制限され、無念に思われていることと拝察してお

り、私も皆様と同様誠に残念と思っております。しかしこのような状況下においても変

化に速やかに対応されている本間委員長を始めとする女性委員の様子を拝見し、連帯力、

行動力、企画力に感嘆しております。特にこの度の幹事県の福岡県建築士会並びに福岡

女性委員会の皆さまには心から感謝いたしております。 

ところで、私は一人の建築士として、建築の幅の広さや奥域の深さに少々戸惑いを覚

えることがございます。それは未熟故ではありますが、それでも 40 年以上に渡り建築

に携わってきていま思うこと、それは人間の営みをベースに具現化・形作る技術が建築

であり、故に広さと深さが生じると思っております。人間の営みの基本は変わらないが、

時代と共に社会の変革に対応する営みはあると思います。その変革は人間の向上心に根

差しており、その一つ一つに建築士が答えてきた結果、幅も奥域も大きくなったと思っ

ております。 

戦後日本において、社会の変革に対応すべく建築士法が施行され日本建築士会連合会

が創立、後に全国女性建築士連絡協議会が発足しております。その協議会において女性

建築士が集い、結束し、連携し国民の為、地域社会の為、家族の為活動されておられま

す。これらの活動を背景として今大会のテーマ『未来へつなぐ居住環境づくり』が発議

されたものと納得した次第であります。 

結びにご批判を恐れず申し述べると、人間の営みにとって日常が一番重要と考えてお

り、その日常に対して最も能動的に対応しているのが女性と思っております。社会が進

化すると、日常では個人の感性がより重要と考えます。きめ細かくかつ色彩豊かに多様

性に富んだ感性を思っておられる女性建築士の特性がさらに生かされる社会となると

考えます。それ故全国女性建築士連絡協議会の活動が今後さらに進化し、ますます大き

な花を咲かせ実を結ばれることを祈念し 30 周年記念福岡大会にあたりましての挨拶と

いたします。 
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令和 3 年度 

第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）開催にあたって 

 

 

公益社団法人 福岡県建築士会 

会長 鮎川 透 

 

全国の女性建築士の皆様、そしてコロナ禍の影響で Web にてのご

参加の皆様もあわせまして、九州・福岡へようこそお越し下さいました。福岡県建築士

会会長として、そして県民として心より歓迎申し上げます。 

昨年開催予定でしたが今年に延期され、それもまだコロナ禍の影響が残る環境での開

催となり様々な制約を受けての開催となりました。エクスカーションの中止や規模縮小

など例年とは少し異なる会となりましたが、本協議会は「未来につなぐ居住環境づくり」

をテーマに、より一層熱い議論が交わされる事と思います。サブテーマ「建築空間を支

える木の文化、木挽棟梁のモノサシ」は杉岡世邦氏の基調講演のタイトルです。林業県

とは言いにくい福岡県から発する「モク」の文化を、それぞれの地域で受けとめていた

だき活発な議論につながれば幸いです。また、開会式に先立って行う分科会では、居住

環境を柱として「和の空間」や「古民家」「熊本地震からの復興」などを、４分科会に

分かれて報告・質疑がなされます。今回はセレモニーや基調講演はもちろん、各分科会

も ZOOM による Web 参加もできる体制を取りました。コロナ禍に対する対応ではあり

ますが、より多くの会員の皆様が参加しやすいという視点に立てば、今後の運営に活か

すことができると思います。 

 とはいえ、やはり集まって顔と顔を合わせ意見交換し当地の魅力に触れることの大切

さは、言うまでもなく昨年来実感されていると思います。当県では、元気印の福岡市が

目立つ感がありますが、福岡県は多様な顔を持っています。玄界灘に面した日宋貿易の

拠点、うどんやお茶の伝来の地である博多津から始まり、アジアに開かれた拠点都市と

して商業物流の要福岡市を中心とした「福岡地域」。「筑豊地域」の石炭に支えられて日

本の近代化に貢献した工業地帯を形成してきた北九州市を中心に、瀬戸内海に面した

「豊前地域」。有明海に面して広大な農地と豊かな森林が広がる、久留米市を中心にし

た「筑後地域」など、四地域により構成されています。今回は残念ながらそれぞれの地

域に皆様をご案内することは叶いませんでしたが、「まぼろしのエクスカーション」等

をご参考に、次の機会にはぜひ福岡県の多様な魅力を体感していただきたいと思います。 

 終わりに、本協議会の開催に温かいご理解ご支援をいただきました建築士会九州ブロ

ック会の各位に心より感謝申し上げます。またこの日を目指して、延期とコロナ禍とい

う大波を乗り越えて準備のためにご苦労いただいた女性部会の皆様にも御礼申し上げ

ます。 
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令和 3 年度 第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）プログラム 

「未来へつなぐ居住環境づくり」 

～ 建築空間を支える木の文化 木挽
こ び き

棟梁
とうりょう

のモノサシ ～ 

 

 

令和 3 年 9 月 25 日（土）                              

[ 受 付 ]  9：30～10：00 於：ＺＯＯＭ ／ アクロス福岡 6 階 608 会議室前 

 

[ 分 科 会 ] 10：00～12：00  於：ＺＯＯＭ ／ アクロス福岡 6 階 会議室 

＜第 1 分科会＞  

・１－１分科会「心地よい和の空間」  司 会 者 : 鈴木 深雪 （福島県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 田中 妙子 （佐賀県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 三宅 登美惠（大阪府建築士会） 

・１－２分科会「会員拡大へ向けた取組み/楽しむことを忘れない軽やかな女性たち」   

司 会 者 : 齊藤 裕美 （北海道建築士会） 

ｺﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 長瀬 八州余（岐阜県建築士会） 

＜第２分科会＞ 

・２－１分科会「倖せもついてくる高性能なエコハウス」 

司 会 者 : 星 ひとみ （宮城県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 江藤 眞理子（福岡県建築士会） 

・２－２分科会「子どもとまち・建築 ～誰でも昔は子どもだった～」 

                   司 会 者 : 大森 尚子 （三重県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 岩倉 朗子（神奈川県建築士会） 

＜第３分科会＞ 

・３－１分科会「熊本地震で被災した古民家を活かしたまちづくり」 

司 会 者 : 市川 真理 （滋賀県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 松野 陽子 （熊本県建築士会） 

・３－２分科会「高齢社会とまちづくり／私のまち 起承転…」 

司 会 者 : 櫻井 澄子 （栃木県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 松橋 雅子 （秋田県建築士会） 

＜第４分科会＞ 

・４－１分科会「森林で自立する村づくりと熊本復興支援」 

司 会 者 : 竹﨑 由美子（宮崎県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 持田 美沙子（熊本県建築士会） 

・４－２分科会「空き家 見えるカルテ」 

司 会 者 : 大塚 美由紀（香川県建築士会） 

ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ｰ : 坪倉 菜水 （島根県建築士会） 

 

[ 休  憩 ] 12：00～13：00     
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[ 開 会 式 ] 13：00～13：20    於：ＺＯＯＭ ／ アクロス福岡 6 階 608 会議室 

・開会の辞 

・主催挨拶           公益社団法人 日本建築士会連合会 会長  近角 眞一 

・委員会担当副会長挨拶   公益社団法人 日本建築士会連合会 副会長 淡路 孝次 

・開催県挨拶        公益社団法人 福岡県建築士会 会長    鮎川 透 

・前委員長挨拶    公益社団法人 日本建築士会連合会 前女性委員長  小野 全子 

・委員長挨拶、運営説明 公益社団法人 日本建築士会連合会女性委員長  本間 惠美 

 

[ 被 災 地 報 告 ] 13：20～14：20 

・「福島の復興～光と影、そして現在（いま）～」  福島県建築士会 村越 のぞみ 

・「南三陸町のその後について」          宮城県建築士会 小林 淑子 

・「令和元年（2019）台風 19 号の爪痕」      長野県建築士会 吉澤 まゆみ 

・「令和元年房総半島台風」            千葉県建築士会 武藤 亜貴子 

・「令和２年７月豪雨災害支援活動報告」      熊本県建築士会 盛高 麻衣子 

 

＝ 休憩 14：20～14：30 ＝ 

 

[ 基 調 講 演 ] 14：30～16：00 

「建築空間を支える木の文化 木挽棟梁のモノサシ」 

・講 師  有限会社 杉岡製材所 代表取締役 現代の木挽棟梁 

      杉岡 世邦（すぎおか としくに）氏 

 

[ 全 体 会 ] 16：00～16：35   

・全体総評                                   連合会女性副委員長 石貫 方子 

・令和 3 年度第 30 回全国女性建築士連絡協議会アピール   

連合会女性副委員長 小林 淑子 

・開催県挨拶              福岡県建築士会女性委員長 近藤 富美 

・閉会の辞                  連合会女性副委員長 筒井 裕子 
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令和 3 年度 第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡）アピール 

 

公益社団法人 日本建築士会連合会 女性委員会 

全国女性建築士連絡協議会は、今年で第３０回の節目を迎えました。女性委員会を立ち上げら

れました初代の女性委員長はじめ歴代女性委員長、連合会会長および女性委員会担当副会長、各

都道府県建築士会会長や女性委員会（部会）、そして事務局など多くの方々のご協力とご理解の

下に継続出来たことと深く御礼申し上げます。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら同協議会を開催することができ

ませんでした。本年も、未だ終息の見えない中ではありますが、オンライン配信での参加を取り

入れると共に一部内容を変更することで、福岡にて無事開催することができました。 

同協議会では、平成２３年の東日本大震災以降、全国各地で発生しました災害の状況や復興支

援活動について毎回ご報告いただいております。今年で東日本大震災から 10 年となりました。

振り返りますと、この 10 年の間には多くの災害がありました。年月が経っても忘れてはならな

いという思いと情報発信継続の大切さから、地域と一体となった防災活動の指針となる事を目

指してこれからも継続していきます。今年は、東日本大震災の現在の状況と、一昨年、昨年の集

中豪雨の被害について、福島県建築士会、宮城県建築士会、長野県建築士会、千葉県建築士会、

熊本県建築士会よりご報告をいただきました。これからも継続して情報を共有し、建築士として

どのような活動が必要か、共に模索してまいりたいと考えます。 

さて今回、メインテーマの「未来へつなぐ居住環境づくり」を継続し、～建築空間を支える木

の文化 木挽棟梁のモノサシ～をサブテーマにいたしました。私たち女性建築士は、木材等の自

然素材を活かした建築空間や要素を改めて見直し、これからの居住環境づくりに活かしていき

たいと考えます。 

午前の分科会では、「心地よい和の空間」「会員拡大へ向けた取組み／楽しむことを忘れない軽

やかな女性たち」「倖せもついてくる高性能なエコハウス」「子どもとまち・建築～誰でも昔は子

どもだった～」「熊本地震で被災した古民家を活かしたまちづくり」「高齢社会とまちづくり／私

のまち 起承転…」「森林で自立する村づくりと熊本復興支援」「空き家 見えるカルテ」の８つ

のテーマのもとに報告をいたしました。 

午後の全体会では、現代の木挽棟梁としてご活躍の有限会社杉岡製材所の杉岡世邦氏をお迎

えし、杉の文化の研究と情報発信の方法、また、現代の木挽棟梁としての活動についてご講演

頂きました。それらの成果として、以下の点を今年のアピールとして発表し、発信してまいり

ます。 

１． 私たちは、今回の協議会を通し、建築士として、また、生活者としての視点から、住まい

づくり、まちづくりを考え、安心安全な居住環境づくりを目指します。 

２． 私たちは、今回の基調講演を通して、建築士として、木材等の自然素材を活かした建築空

間や要素を改めて見直し、日本の木の文化を次世代に伝えることに取り組んでまいりま

す。 

３． 私たちは、継続してきた災害報告等を通し、女性建築士として、復興支援のあり方や地域

における適切な防災活動と、災害時における支援活動の方法を見直していきます。 

４． 私たち女性建築士は、様々な専門分野の方々と連携しながら、建築士としての能力を活か

し、暮らしやすい社会の実現のために日々努力してまいります。 
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令和 3 年度 第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡） 

オンライン配信・視聴ルール 

 

オンラインで参加予定の方は、下記事項をご理解の上参加をお願い致します。 

 

■事前準備（ZOOM のダウンロード） 

今回のオンライン配信は WEB 会議システム ZOOM ウェビナーを使用して行います。ZOOM を

初めて利用される方は、事前に使用する端末へ下記より ZOOM のダウンロード（無料）をお願

いします。  

https://zoom.us/download 

 

ZOOM ダウンロードの QR コード⇒ 

■視聴方法 

オンライン配信の視聴 URL は、事前にメールで通知する予定ですが、もし前日（9 月 24 日）

までに URL の連絡がない場合は、日本建築士会連合会 事務局 阪本氏までご連絡ください。 

 

日本建築士会連合会事務局 03-3456-2061  

メールアドレス jigyo1@kenchikushikai.or.jp メールアドレスの QR コード⇒ 

 

建築士会会員の方は、所属の建築士会の女性委員長にも全てのURLをご連絡していますので、

お問い合わせください。 

視聴 URL の案内メールは、カレンダーにコピーするなどわかりやすい場所に保存してくださ

い。 

なお、URL を参加者以外の人に教えたり、SNS などで URL を発信する行為は控えてください。 

 

■名前の表示ルール（参加者の管理を行いますので入力をお願いします） 

・参加者  ・・・・・・・P4 姓名（都道府県名)        例）P4 建築花子(東京） 

・グループで参加の場合・・P4 代表者の姓名（都道府県名) G  例）P4 建築花子(東京）G 

 

■参加にあたってのお願い 

・参加者（主催者、発表者以外）は、カメラやマイクの設定がありません。また、会議は録画し

ますのでご了承下さい。 

 

■質疑応答 

・質問や連絡事項がある場合は、ZOOM 画面の「Q&A」ボタンを押して質問内容を入力してくだ

さい。 

・質問の最初に、分科会の質問では分科会番号（1－1 など）を、基調講演や被災地報告では 

質問したい相手を最初に入力してから質問内容を入力してください。 

・質問の最後に、所属士会（無所属の場合は「無所属」）とお名前の記入をお願いします。 

・当日お答えできなかった質問に関しては、後日ホームページに回答を掲載する予定です。 

 

 

https://zoom.us/download
mailto:jigyo1@kenchikushikai.or.jp
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■視聴終了 

 ・「退出」ボタンを押して、ミーティングから退出してください 

 

 

 

以上、どうぞよろしくご協力ください。 

  

ＺＯＯＭウェビナー画面の操作ボタン例（PC の場合） 

 
※「手を挙げる」挙手ボタンは、発表者からの指示があるまでは押さないでください 

画面表示

退出
ボタン

Q&Aボタン
（質問）

挙手ボタン
オーディオ

設定

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
情報

ZOOM画面
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令和 3 年度 第 30 回全国女性建築士連絡協議会（福岡） 

会場案内・アクセス 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

アクロス福岡 6 階会議室 

〒810-0001  

福岡市中央区天神１丁目１番１号 

  

 

 

・福岡空港から天神まで地下鉄空港線で１１分 

・ＪＲ博多駅から天神まで地下鉄空港線で５分 

・地下鉄空港線天神駅から徒歩５分（１６番出口直結） 

（Ｃ）ACROS Fukuoka 

（Ｃ）ACROS Fukuoka 
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Memo 
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基調講演 

 

建築空間を支える木の文化 

～木挽棟梁のモノサシ～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～現代の木挽棟梁～ 
すぎおか としくに 

杉岡 世邦 
有限会社杉岡製材所 代表取締役 

 
プロフィール  

1969 年  福岡県朝倉市生まれ、長崎大学 経済学部経営学科卒 

1997 年  印刷業界営業を経て、家業の製材業、林業を継ぐ 

2014 年～ 福岡大学経済学部 非常勤講師 

2016 年    九州大学大学院人間環境学研究院 非常勤講師 

2017 年  九州大学大学院芸術工学研究院博士課程 入学 

        

掲載誌   西日本新聞「木挽棟梁のモノサシ」「住まいのモノサシ」連載 

      住宅建築 05 年 9 月号巻頭特集 

 

幼少の頃は林業家の祖父に山に連れ出された。中学時代より地元を離れ、大学卒業後印刷

業会社に 5 年勤務。その後 28 歳で地元に戻り、家業の製材業・林業を継ぐ。 

 木挽棟梁として、建物 1 棟すべての木材を丸太から木取りし提供。自然乾燥を基本としな

がら、40 度以下の低温乾燥機による人工乾燥も手がける。杉の文化の研究や情報発信をし

ている意欲的な製材所当主。2017 年の北部九州豪雨災害の時は、朝倉市にある山林が被害

にあう。大学院では、板倉造の研究と普及、開発に取り組み、「SUGITALO」というブランド

を立ち上げた。第 1 号が鹿児島県霧島市に完成している 
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「建築空間を支える木の文化～ 木挽棟梁のモノサシ」 

 

有限会社杉岡製材所 杉岡世邦 

1. 住まいは森林の樹から考える 

「もう杉はよか…」 2017 年九州北部豪雨の後、地元で囁かれたこの言葉には落ち込みまし

た。夥しい量の流木、表層崩壊した山々、被災後も台風や大雨予報の度に出される避難指示、そ

うした元凶が、スギの人工林にあると思われているのでしょう。この 4 年間、その認識は正しい

のか、山々を歩き、調べたり考えたりしてきました。 

一方で、今年の３月頃から、「ウッドショック」と呼ばれる世界的な木材価格の高騰が起こり

ました。新型コロナ禍での米国住宅市場の急拡大に端を発した木材不足、そこにコンテナ不足な

どの要因が重なり、国産材の価格も２ヶ月ほどで２倍以上に跳ね上がりました。この急激な供給

不足は、輸入木材に依存することの脆弱さを思い知らされるとともに、国産材への関心の高まり

を感じさせられました。 

ふたつの出来事は、森林の機能が多面的であることを表しています。前者は治山治水などの国

土保全、後者は木材資源の生育・貯蔵という役割です。日本の面積の３分の２は森林で、その４

割を人工林が占めています。森林から産出される木材の用途は、建築・土木が４割強、家具や建

具などが 1 割程で、凡そ半分を建設関連で占めています。その他は用紙関連が４割程、残りが近

年増加した木質バイオマスのエネルギー源などの付加価値の低いもの。つまり、建築が森林の価

格を決定づけていると言ってよいのです。 

建築にどんな木を使うのか、そしてどのように使うのか。じつは、その判断の一つひとつが、

将来のわが国の森林の姿に影響を与えています。山で伐期をむかえるスギやヒノキを、どのよう

に使うのか。そして、伐った後、どのような木を植え、どのように育てるのか。それは本来、木

を育てる人と使う人とが共に考えていくべき事柄であると思います。しかしながら、建築と森林

との間には分断があります。森林荒廃の原因もそこにあると私は考えています。建築は街の風景

をつくるだけでなく、森林の風景をもつくるのだということを、建築士の方にはご認識いただき

たいと思います。 

 

2. 災害、林業、木の建築はひと繋がり（写真 A～D） 

2017 年九州北部豪雨では、線状降水帯による９時間 774 ㎜もの豪雨が花崗岩質土壌に降り、

山々に表層崩壊が発生、1,100 万㎥の土砂と 21 万㎥の流木が流出しました。流木の多くは谷筋

に植えられたスギでした。戦後の拡大造林によるスギ林が、価格低迷によって放置林となり山崩

れに至ったという認識が定着してしまった感があります。 

しかし、流木の発生する表層崩壊は根系の生息域より深い層で起こるので、針葉樹、広葉樹に

おいて大差はありません。一方、治山を考えれば、健全な高齢木が母樹となった森林が理想的で

す。根系の発達に加え、林床植生が多様化し下層木が生長するからです。今後さらに雨量が増え、

自然災害が起こっても、必要程度の人工林を適切に管理し、なるべく長寿になるよう育てながら、
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森林資源として積極的に循環利用するべきというのが現時点での私の結論です。 

九州北部豪雨では、災害と林業と木の建築とはひと繋がりであるということに気づかされま

した。68 年前、祖父は 1953 年筑後川大水害で全てを流失した後、現在地に移転し、家と工場

を建てました。その建設のために伐採した山には再びスギを植え育てました。64 年後のこの度

の水害では、その山に土石流が起こりました。それで、孫にあたる私が、そこの被災木を使って、

自社敷地内に後述する木の建築活動を行いました。 

祖父から受け継いだ人工林を肯定的に継承し、未来へ引き継ぎたいと思っています。しかし、

一般には今の人工林のあり方は好ましくないとの認識が根強く、なぜ今もスギを植え続けるの

かと非難されたこともあります。私にとって、祖父が育てた木々は愛情の産物です。その恩送り

をしたいだけなのです。昨今の論調のなか、それを次世代が積極的に受け入れてくれるのか不安

を抱いています。 

3. 暮らしと森林の分断 

現代の暮らしと森林の間には分断があります。東京都の調査によると、都民のスギ花粉症推定有

病率は 2006 年の 28.2％から 2016 年には 48.8％へと 10 年で大きく増えました。スギを生理的

に受けつけない人が半数もいるのです。より切実なのは温暖化に伴う災害です。針葉樹単層林は、

保水力が低いという誤解に加えて、生物多様性に乏しいなどの否定的なイメージが付きまとい

ます。結果、森林は人々の体験の伴わない概念的なものに終始しているように思われます。 

住まいの向こう側も一般には意識されていません。オフィスや店舗、マンションやアパートな

どの床・壁・天井を覆う建材のルーツに興味を抱く人は多くありません。木も同様です。木材を

見て瞬時に無垢材と分かる人がどれだけいるか、まして、スギ、ヒノキ、マツ… と見分けられ

る人は希少でしょう。 

      
写真 A：九州北部豪雨で被災した祖父の育てた杉山       写真 B：九州北部豪雨 大量の土砂 

 

        
写真 C：九州北部豪雨 大量の流木           写真 D:寺内ダムに流入した流木（福岡県朝倉市） 
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しかしそれはなるべくしてなった結果とも思えます。長年の鬱積、住宅建築における材木代へ

の不満が今へとつながっているのではないか。吉田五十八著『饒舌抄』には「柱ばかりの家」と

題した 1938 年発表の文章があります。一部要約すると、「これまでの日本の住宅建築は柱に金

をかけすぎている。見える柱と隠れる柱をはっきり決めて、隠れる柱には格安の材木を使う。不

必要な柱はできるだけ減らしスジカイをいれ構造を強くする。壁や建具、造作や畳などにその費

用を廻すような設計をしていくべき」との所感が述べられています。それから 80 年余り経った

今、日本の住宅建築は「柱を隠す家」が主流となりました。耐震、防火、断熱など住まいの性能

を高くするうえで合理的なのです。 

 

4. 住まいと森林の分断 

「柱を隠す家」は結果として住まいと森林の分断をもたらしました。住宅に用いられる木材と山

に生えている樹木の需給はアンバランスです。今の標準的な柱の寸法は 10.5 ㎝角、太くても 12

㎝角です。それには直径 16～18 ㎝ほどの小径丸太でこと足ります。ところが、日本の森林は高

齢化、大径化が進んでいます。 

『森林・林業白書 平成 30（2018）年度版』によると、2017 年、50 年生以上の人工林は 50％

超。40 年生以上で見ると 76％もあり、今後、高齢化はより進むでしょう。その森林から搬出さ

れる原木の大きさはどうか。私が仕入れに行く大分県日田市の原木市場では、大半を直径 24 ㎝

以上が占め、直径 16～22 ㎝は 2 割程しかありません。一方で直径 40 ㎝以上が急増。それら大

径材が平均単価を押し下げています。大手工場の量産ラインに適さないため買い手が少ないの

です。今年のウッドショックでも価格はあまり上がりませんでした。 

製材では小径丸太が重宝されているのに、森林では大径丸太が増加の一途、そんな需給ギャッ

プが生じています。治山治水などの国土保全では健全な高齢木の増加が望ましい。しかし、木材

資源の生育・貯蔵のうえでは短期伐採型の林業研究が注目されている状況です。 

そうした需給ギャップを埋めようと国が進めてきたのが集成材や合板への利活用です。集成

材や合板には、曲がりなどの多少欠点のある中・大径の丸太が用いられます。それらを集成材用

ラミナへと板状に製材すれば、乾燥が容易で、曲がった大径材からでも真っ直ぐな 10.5 ㎝角が

作れます。長尺材も自在です。合板は、少々曲がった材でも 2ｍに切ることで真直ぐになります。

それを大根のようにカツラむきしたものを積層してつくります。集成材や合板は建築と森林と

のギャップをうめる合理的な方法であり、現代の建築材の主流とも言えます。ただ、そうした木

材の高度利用が、森林との溝をより深めた側面があることは否めません。 

  

5. 製材業の大規模集約化 

住まいと森林との分断は、製材業の大規模集約化を進めました。製材工場数は私が就業した頃、

1995 年のデータでは 14,565 工場でした。それが 2017 年末には 4,814 工場へと激減していま

す（『平成 24、27、30 年度版森林・林業白書』）。2017 年には 1 年間で 120 工場が減少、その

9 割は弊社同様の出力 75.0kW 未満の小規模工場です。一方で大規模工場はシェアを拡大してい
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ます。2017 年の素材消費量では、出力 300.0kW 以上の大規模 424 工場の消費割合は 70％を占

めています（図 3、農林水産省「木材需給報告書」、「木材等計」2017）。 

製材業の大規模集約化によって、木材の工業製品化は加速しました。柱を隠す家に求められる

木材は、長さ、寸法、含水率、強度などの機能を充たす製品、メーカーが違えども差し支えない

製材です。これは長年、木材の科学において目指されてきた課題です。国産材の流通量を増やす

ために、望ましい道であったと思います。 

 しかし、それによって生じた現状は望ましいことばかりではありません。長らく木材価格は低

水準ですし、山林価格もジリ貧状態です。ウッドショックで高騰した材価もいつまで続くか先行

きは不透明です。わが国の広大な森林を維持していくには、約 5 万人（うち 4 分の 1 は 65 歳以

上）という林業従事者を増やす努力が必要です。そのためには、木材を長期的に循環利用する建

築という土台が欠かせません。それを阻む要因のひとつは、健全な高齢木に付加価値のつかない

ことがあります。林業者の想いは、美しい木材がとれる樹木を育てることです。木を植え、撫育

することがライフワークだった祖父は、美しい木を育てることと、美しい山を育てることとがイ

コールでした。木を現わしで使ってもらうために丹精を込め手入れをしたのです。 

 

6. 高齢の大径木を現わして使う 

前掲『饒舌抄』の対談記事（1965 年）に吉田氏の次の言葉があります。「昔から見れば、今は柱

が心去りが多くなりましたね。仮りに桂離宮にしても、ほとんど芯持ちですよね。そういう意味

じゃあ、今の建築が心去りが多いということは非常に贅沢になったんじゃないですかね。まあそ

の一半は私が…」（原文まま） 

大壁の数寄屋建築を模索した吉田氏が、見える柱と隠れる柱を使い分けたのは、予算にメリハ

リをつけ、上等な木材を見せ場に使うためです。当時、贅沢と見なされていた心去り材、それが

とれる大径木が今、山にはふんだんにある。それなのに、それを生かさないのは勿体ないことで

す。いま、心去り材は敬遠されています。大きな丸太から良い木材製品を作るには、目利きの力

と熟練の技を要するからです。しかし、そういう技術をもった製材所と協働すれば、新しい表現

世界が広がります。私も設計段階から打ち合わせに入れてもらう仕事が増えています。そのなか

で大径木を活かした木の使い方を提案しています。要点は 4 つです。①割り木を使う、②赤身と

白太（しらた）を使い分ける、③番付する、④低温で乾燥させる。 

 

① 割り木を使う（図 1、写真 1） 

構造材の製材木取りは、大きく 4 つに分けられます。弊社では 2 ッ割り、４ッ割り、４丁取り、

本柾取りと呼び、丸太の大きさや性質などに随って、用途に合わせ木取りします。１本の丸太か

ら複数の部材を割って取るときは、必ず曲がりや反りが生じます。しかし、曲がり方に法則性が

あるので、大きめに製材し乾燥させた後に修正挽きをして真直ぐに仕上げます。良い点は割れ方

にも法則性があり、それが軽微なため、高温の人工乾燥処理をしなくてよいことです。結果、木

の色・艶・香りなどを残すことができます。さらに、節の少ないキレイな材面となり、強度は芯
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持ち材と変わりません。耐久性にも優れます。大径材からとるため、耐久性の高い赤身材が多く

を占めるからです。 

② 赤身と白太を使い分ける（図 2、写真 2、3） 

丸太の外周部の白い部分・白太は、白くて節の少ない板がとれます。白太の内側にある赤身部分

は、節が増えるものの耐久性の高い板がとれます。外壁や浴室などの水に関する箇所には赤身材

を、そうでない箇所はきれいな白太材を、などと使い分けます。 

③ 番付する（写真 4、5） 

木を現わしでつかうときには、見える箇所にきれいな面がくるよう、使用する木材の場所と向き

を決めます。造作材や化粧板の張り順まで番付することもあります。 

 

 
図 1：構造材の木取り 2 ツ割り ４ツ割り ４丁取り 本柾取り 

 

      

図 2：板目挽きの木取り    写真 2         写真 3：方丈板倉「斎」の内部 
床板は 3.5 寸巾・白太、 
壁板は 4.5 寸巾・赤身勝ち、 
天井は 6.0 寸巾・源平での木取り 
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④ 低温で乾燥させる（写真 6、7） 

木材の乾燥には天然乾燥と人工乾燥があります。弊社では 40 度以下の人工乾燥機を使用し、天

然乾燥と人工乾燥を組み合わせています。乾燥全工程を 40 度以下に保つことで、木が本来持っ

ている有用な香り成分、色つや、強度、耐久性等を損ねないよう工夫しています。 

 

7. 「方丈板倉 斎（さい）」の建築 

最後に、弊社敷地内にある「方丈板倉 斎」（設計；安藤邦廣、里山建築研究所）を紹介します。

「斎」は新型感染症拡大後の新しい居住様式の提案として、日本板倉建築協会によって開発され

たものです。趣意書と簡単な図面は同協会のホームページをご覧ください。 

（http://www.itakurakyokai.or.jp/post/1217） 

      
写真 4：柱の番付（4 丁取り、本柾取りの心去り柱）   写真 5：板の張り順通りに並べた番付 

      
写真 6：天然乾燥風景                 写真 7：40 度以下の低温乾燥機 

 

 

   
 写真 9：１尺（300 ㎜）ピッチで割り付けた 

外壁板（板目取り） 
写真 8：方丈板倉斎 外観 

正面左のケンドンの建具板は 
巾 300 ㎜の赤柾取り 
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建てたのは自身の体験がきっかけです。新型コロナウィルス禍で自粛意識の高い 2020 年 4

月初旬に微熱が出てしまい、１週間ほど自主隔離しました。今後も熱が出る度にこうなるのな

ら、安心して快適に隔離できる部屋が欲しいと思いました。また、オンライン会議なども急増

しました。来客や電話の着信、自分の発する声などを気にせずに籠れる場所は意外とありませ

ん。そうした望みに適う小空間を庭先につくる、その発想は 2016 年熊本地震の復興支援活動

の折りに芽生えました。被災した後、体育館などではなく、安心して避難できる庭先の離れ、

板倉の小屋を提案。そのモデル建物を熊本県西原村にワークショップで建てたのです。コロナ

禍の今こそ、庭先避難の二次拠点を建てるべきだと 5 月末に決意、8 月に着工、9 月に竣工し

ました。 

「斎」は方丈で一丈（3 メートル）四方の小空間。柱間に厚さ 1 寸（30 ㎜）のスギ板を落と

し込む板倉構法の建物です。基本寸法は 3 寸 5 分（105 ㎜）。細い丸太から採るのではなく、細

いからこそ、スギの大径木から木取りした素性の良いものを用いました。割り木であれば低温乾

燥で、割れや変形の少ない、香りのよい美しい材をつくれます。解体・移築が可能なように、大

工の手刻みによる伝統的な木組みにしました（写真 13）。 

「斎」は割り木製材の適材適所の見本という要素も備えています。部材の木口を現わしにして、

木取りが一目で分かるようにしました。板厚はほぼ 30 ㎜ですが、板幅は木取りの際、自然にと

れる寸法を複数用いました。床板は白太 3 寸 5 分（105 ㎜）、壁板は赤勝ち 4 寸 5 分（135 ㎜）、

天井板は源平 6 寸、及び赤身 6 寸（180 ㎜）と使い分けました（写真 4）。外壁板を１尺（300

㎜）ピッチで 10 枚に割り付けたのは、森林の長寿化により、さらに大径化したときを考慮して

のデザインです（写真 9）。原木は直径 50 ㎝ほどです。入口左のケンドンの建具には、巾１尺

（300 ㎜）の赤柾板を用いました（写真 8）。直径 1ｍほどの丸太からとったものです。最小径

10 ㎝の磨き丸太から最大径 1ｍによる建具板まで、様々な樹齢のスギを使いました。 

スギを使い尽くすうえで挑戦的な取り組みが、屋根を杉皮で葺くことでした（写真 10～12）。

九州北部豪雨で被災し、伐採を要した祖父の育てた杉の木、その樹皮を丁寧に剥いで、地元の茅

葺き職人と葺きました。「斎」を建てるにあたり強くインスパイアされたのは鴨長明の方丈の庵

です。方丈記には、屋根を杉皮で葺き、棟に竹をのせたことが記されています。工法は現代的に

工夫しましたが、鴨長明が設えた最小限の住処に身を置いてみたいと思いました。 

「斎」には災害時の二次拠点という大きな役割もあります。4 年前のような大水害が再び起こ

っても大丈夫なように、ハザードマップを参考に、高さ 1500 ㎜かさ上げした露台（伝統的な石

場立て貫構造）の上にのせました。壁倍率 2.2 倍、防火構造（国交大臣認定）を有する板倉構法

   
写真 10：杉皮葺きの屋根    写真 11：皮の採取       写真 12：斎一棟分の杉皮 
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の壁で建て、水害にも対応した減災建築です。そのうえで、放射熱を調整し、エアコンがなくて

も四季をとおして過ごせるよう工夫しました。それを適える要が、全開口部の木製建具です。ガ

ラス戸、障子、雨戸、網戸の 4 種を、地窓（北）、腰窓（東）、掃き出し（南）、高窓（西）と四

方に配置し、引き違い、片引き、蔀戸、扉、FIX の要素を組み合わせて用いました（写真 14～

18）。 

  
写真 13：斎の手刻みの構造材 

 
図 3：製材工場の出力規模別の素材消費量の推移 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r1hakusyo_h/all/chap3_3_3.html 

 

    
写真 14                     写真 15：南面 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r1hakusyo_h/all/chap3_3_3.html
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8. 建築士の皆様に期待すること 

「斎」で過ごすようになったからか、コロナ自粛がそうさせたのか、最近は自然の変化などに敏

感になってきました。これからの建築は、五感に快適なものが求められると思います。そのとき、

建物の外観、部屋の中、その境界にある建具など、見える木材全てを調和させるような木の使い

方を、森林・製材・建築の三者で一緒に考える、そこに新たな可能性があるのではないかと思い

ます。私のような木の職人との協働が各地で増えることを期待します。そしてそれが「やっぱり

杉は良か」と言われる美しい森林へと繋がることを祈っています。 

 

    

写真 16：東面                  写真 17：北面 

 

 
写真 18：西面 
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被災地報告 

 

  

「福島の復興～光と影、そして現在（いま）～」 

福島県建築士会 村越 のぞみ 

 

 

 

 

「令和元年（2019）台風 19 号の爪痕」 

長野県建築士会 吉澤 まゆみ 

 

「令和元年房総半島台風」 

千葉県建築士会 武藤 亜貴子 

「令和 2 年 7 月豪雨災害支援活動報告」 

熊本県建築士会 盛高 麻衣子 

 

「南三陸町のその後について」 

宮城県建築士会 小林 淑子 



24 
 

  



25 
 

  



26 
 

  



27 
 

  



28 
 

南三陸町のその後について 

１、はじめに 

 宮城県南三陸町は東日本大震災により大きな被害を受けた町のひとつである。震災から１０

年が経過、住民の住宅再建が進み、復興事業も概ね完了している。安心安全のまちづくりを掲げ、

住まいの高台移転を進めたが、一方で被害を免れた山間部には旧耐震基準による住宅が多く残

っており、これらの住宅の耐震化を進めることなど様々な課題がある。 

２、南三陸町について 

 南三陸町は、宮城県北東部に位置している。リアス式海岸特有の複雑に入り組んだ地形のため、

津波が大きくなりやすく、過去幾度となく津波の被害を受けている。 

 

 町の人口は、震災以前より減少傾向で、震災による被害、仮設住宅生活の長期化等により大き

く減少した。令和２年１０月に行われた国勢調査での人口は、１２，２３０人（平成２２年国勢

調査人口１７，４２９人、人口減少率２９．８％）となった。 
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３、被害の状況 

（１）人的被害（令和２年１２月末時点） 

   死者 ６２０人 行方不明者 ２１１人 合計 ８３１人 

 死者、行方不明者のほとんどは津波によるものであった。 

（２）住宅の被害（令和２年１２月末時点） 

 全壊３，１４３戸 半壊、大規模半壊１７８戸 合計３，３２１戸（全住宅の６割） 

 南三陸町では震度６弱の地震を記録しているが、地震による建物被害はほとんどなく、地震の

後に襲ってきた津波による被害がほとんどだった。 

地震による揺れは数分間続いたが、揺れの周期と南三陸町特有の地盤の固さにより地震の被

害が低減されたものと思われる。今回の地震では、揺れの周期が１秒以下となり、周期が１秒か

ら２秒の「キラーパルス」と呼ばれる建物に有害な揺れが生じなかった。キラーパルスは、木造

住宅の固有振動数と共振し建物に被害をもたらす。阪神大震災では、キラーパルスが発生し、多

くの木造住宅が倒壊している。 

４、震災からの復旧・復興 

（１）仮設住宅 

 町内外に５８か所、２，１９５戸が整備され、最大で６千人が入居したが、令和元年１２月に

は全員が退去している。退去した被災者は、住宅再建または災害公営住宅等へ転居している。令

和２年度には全ての仮設住宅の解体が完了した。 

（２）インフラの復興状況 

 震災から１０年が経過し、国が定める震災復興期間が終了した。役場庁舎や学校等教育施設と

いった公共建築物の再建は全て完了している。公共土木施設、漁港施設の災害復旧が一部残るの

みとなった。 

（３）住宅再建 

 震災の教訓を踏まえて、将来にわたって安全で安心して暮らし続けることができるまちづく

りを目標に「なりわいの場所は様々であっても、住まいは高台に」を原則とし、防災集団移転促

進事業を活用、住宅や公共施設を高台に配置した。津波により被災した地域は、建築基準法第３

９条に基づく災害危険区域とし、町の条例により住宅、ホテル旅館等の建築を規制している。 
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（４）公共建築物 

 南三陸町の公共建築物は、生涯学習センターを最後に災害復旧事業を終了している。 

 ・役場庁舎 

 環境に配慮した森林経営を促す国際機関「森林管理協議会（FSC）」による認証を受けた町産の

杉材をふんだんに用いている。国内では初の公共施設となった。 

設計のコンセプトとして、「親しみやすい役場」を掲げ、役場玄関の堅苦しさを取り払うため、

日本家屋の「土間」をモチーフにした住民との協働スペース（マチドマ）を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 ・生涯学習センター 

 震災により流失した志津川公民館と南三陸町図書館は、生涯学習センターとして合築した形

で復旧した。町産の杉を使用し、FSC 全体プロジェクト認証を取得している。 

 

・南三陸病院・総合ケアセンター南三陸 

 被災した公立志津川病院と南三陸町保健センターが、医療・保健・福祉が連携する複合施設と

して再建した。南三陸病院は、免振層を有する免震構造とし、総合ケアセンター南三陸は耐震構

造となっている。両施設の接続箇所は exp.j により地震の揺れが影響し合わないように縁切りさ

れている。 

・道の駅（震災伝承館） 

志津川市街地の賑わいづくりの拠点となる「道の駅」、及び「震災伝承館」を整備しており、

令和３年度中の完成を目指している。道の駅の名称は「さんさん南三陸」、震災伝承館は一般公

募により「南三陸３１１メモリアル」に決定。設計は、建築家の「隈研吾」氏が行っており、町

の新たなランドマークとして、そして復興のシンボルとしての役割が期待されている。 
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５、南三陸町の住宅政策について 

（１）震災前 

 宮城県沖地震の発生が３０年以内に確実視されていたため、昭和５６年５月以前の旧耐震基

準による木造住宅を対象に、耐震化事業を実施した。住宅の耐震化を呼び掛けるため、建築士会

も加わったローラー作戦による住宅訪問を行った。 

（２）震災直後 

耐震化を進めた住宅はもとより新耐震基準による木造住宅もなすすべなく津波により流失し

た。津波の遡上限界点に立地していた住宅は、２階部分と１階の柱のみが残っている被災住宅が

多かった。被災住宅の応急危険度判定は、判定にあたる職員が少なかったこと、地震による被害

が少なかったことから、津波遡上限界点に立地する住宅を対象に行った。また各避難所において、

住宅の再建相談の窓口を開設し、住宅の復旧方法や補助制度の紹介等を行った。 

（３）現在 

低地部には災害危険区域が指定され、今後の住宅建築は高台のみとなった。しかしながら、震

災においては地震の被害が少なかったことから、旧耐震基準による住宅も被災を免れ、津波被害

のない山間部には多く存在している。震度６弱の地震による被害を免れたことから住宅所有者

には、心に油断も生じているものと思われる。前述したが今回の地震は、住宅倒壊を及ぼさない

地震周期だっただけのことである。また、震災から１０年が経過し、記憶の風化も懸念される。

町では、住宅の耐震化を進めるべく助成制度の充実を図り、住宅の耐震化を進める考えである。 

６、おわりに 

 耐震化を進めた住宅はもとより新耐震基準による木造住宅も津波の前ではなすすべがなかっ

た。しかしながら建物の耐震化を図ることで、地震災害による防災、減災は可能である。建築士

会としても、建物の専門家として、建物の耐震化を図るなど地域防災のあり方を訴えていくなど、

建築士会に課された役割は大きいものと考える。 

報告書作成 （一社）宮城県建築士会 本吉支部 大山幸信 

 

  



32 
 

  



33 
 

  



34 
 

  



35 
 

  



36 
 

  



37 
 

  



38 
 

  



39 
 

  



40 
 

令和２年７月豪雨災害支援活動報告 
盛高麻衣子 ■熊本県建築士会 

 

 令和２年７月４日未明、熊本県南部地方に１００年に一度と言われる大量に降り続いた

雨水は、球磨川流域に短時間で流れ込み、周辺の地域に甚大な被害を与えた。 

 熊本県建築士会八代支部では、被災者の復旧支援にと令和２年８月２日より現在まで毎

週日曜日１３時から 

１６時まで「再建のための住まいの相談会」を開催。希望により現地確認作業も実施してい

る。 

 相談会について、当初定点会場での開催を模索したが、浸水被害が広域に渡っていること、

橋や道路もあちらこちらで被災していることから、被害に遭われた地域に近い公民館等を

地元自治会長等の協力を得ながらお借りし開催した。令和３年１月からは、毎月第１日曜日

は市民球場仮設団地の集会場、第２・第３日曜日は八代市地域支え合いセンター、第４日曜

日は古閑中町仮設団地の集会場を基本会場として開催している。 

  

 あの日から一年が経過したが、被災者には復興の糸口が見えてこない。建築士としてでき

ることは何か。。。 

  

相談会会場 

深水橋流失 

坂本橋流失 

球磨川第一橋梁流失 
鎌瀬橋流失 

災害発生箇所 
橋流失箇所 
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分科会 

 

 

第 1 分科会 

１－１分科会「心地よい和の空間」 

１－２分科会「会員拡大へ向けた取組み 

／楽しむことを忘れない軽やかな女性たち」 

 

第 2 分科会 

２－１分科会「倖せもついてくる高性能なエコハウス」 

２－２分科会「子どもとまち・建築 ～誰でも昔は子どもだった～」 

 

第 3 分科会 

３－１分科会「熊本地震で被災した古民家を活かしたまちづくり」 

３－２分科会「高齢社会とまちづくり／私のまち 起承転...」 

 

第 4 分科会 

４－１分科会「森林で自立する村づくりと熊本復興支援」  

４－２分科会「空き家 見えるカルテ」 
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１－１分科会プログラム 

 

■テーマ 「心地よい和の空間」 

 

■分科会の趣旨 

「魅力ある和の空間ガイドブック（ＷＥＢ版）」が公開されてから３年。全国各地の魅力ある和の空間が多数

紹介され、現在も進行中です。 

今回、「有田のまちなみと和の空間」として建物だけにとどまらず、「魅力あるまちなみ」からみえる和の

空間についての報告と、ガイドブックを活用した近畿ブロックでの取組も含めた活動報告をして頂きます。ま

ちなみの視点からの和の空間づくり、ガイドブックの発信や広報を含めた「和の空間の様々な取組」を皆さん

で共有し、今後の活動につながればと思います。 

 

■司会  鈴木 深雪（福島県建築士会）   アシスタント 菅野 真由美（福島県建築士会） 

 

■コメンテーター 田中 妙子（佐賀県建築士会）  

佐賀県有田町内山地区は伝統的建造物群保存地区となり 30 年になります。現在 167 件登録されて、まだ伝

建に登録されていない建物が数多くあります。掲載されています旧一増商店もその一つです。地元の方々と古

い建物を保存しながら快適に生活できるよう考え、有田焼だけではなく建物の魅力を国内外に発信したいと思

います。 

近年若い世代が戻ってきたり移住したりして、古い町並みと焼き物産業で、ここでしかできない体験や空気

感が味わえる町になってほしいと一緒に活動しています。 

 

■コメンテーター 三宅 登美惠（大阪府建築士会） 

大阪では初年度に 5 か所を掲載いたしました。そのうち、がんこ「平野郷屋敷」（旧辻本家住宅）は 400 年

前の江戸初期に建てられ、現在は寿司・和食のチェーン店が営業しています。「忘年会はがんこでやろうか！？」

会議中のこのつぶやきから、ガイドブックを広める見学会へと発展しました。 

また、近畿ブロックでは、通常大阪で開催している会議のうち、1 年に２回は各府県の“和の空間”の見学

と合わせて行うことにしました。２府４県で持ち回りです。こうして、「魅力ある和の空間ガイドブック」を

活用し、発信しています。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：司会挨拶、コメンテーター紹介と進行説明   （05 分）     10：00～10：05 

２．録画：コメンテーターによる活動報告        （40 分）     10：05～10：45 

３．LIVE：質疑応答                  （15 分）     10：45～11：00 
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「有田のまちなみと和の空間」 

                      佐賀県建築士会 田中 妙子 

●有田のまちなみ 

九州の佐賀県と長崎県の県境に位置する有田町は[有田焼]

で有名な陶磁器産業で繁栄した町です。現在人口２万人のお

よそ半数が焼き物産業に関わっています。 

 有田のまちは、泉山で磁石鉱が発見され陶磁器の焼成に成

功したと伝えられる 1610 年ころに始まったといわれていま

す。 

その後、表通りには有田焼を扱う商人の町屋が建ち並び、

南北の山側には多くの登り窯が築かれ、小路沿いには細工人

達の家が軒を連ね、一大陶磁器産地としての街並みが形成されました。 

この街は南北軸約２ｋｍの道に江戸末期、明治、大正、昭和初期にわたり、その時代を代表する漆喰壁

の町屋や洋風建築等が建てられ、独特な雰囲気を醸し出し、変化に富んだ街並みが形成されています。 

伝統的建造物群保存地区となり現在 167 件が登録されて

います。毎年、一部補助金で３件から５件修復工事をしなが

ら町並みを守っています。 

民家のほかにも神社や蔵、トンパイ塀などがあります。ト

ンパイとは、登り窯を築くために用いた耐火煉瓦のことで、

トンパイ塀とはトンパイや使い捨ての窯道具等を赤土で塗り

固めて築いたものです。有田ならではの風物詩となっていま

す。 

                                        

 

●有田の和の空間の特徴 

＜町屋＞ 

 １階に店、２階に座敷が多くみられます。これは遠方か

ら焼き物を求めて来られた顧客をおもてなしして宿泊さ

せたと思われます。 

入母屋の建物が多く、平入り、妻入りの両形体で、軒を

低くして客を迎え入れています。また、商品を保管する蔵

も見受けられます。瓦も鬼瓦が多く家紋や屋号なども入り

個性豊かな雰囲気を醸し出しています。 

 

  

トンパイ塀 

大正２年（1913）頃の町屋 
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＜ショーウィンドウ＞ 

 有田内山地区には古く明治期から 100 件を超える町屋にシ

ョーウィンドウが組み込まれています。これは 400 年の歴史の

なかで現在も焼き物づくりの街として受け継がれている生き

た街並みなのです。 

今も新しい展示に工夫を凝らし、行き交う人々の視線を集めて

います。 

 

＜中庭＞ 

町屋独特の間口が狭く奥行がある為、中庭が多い

のも特徴です。ここを訪れると、有田の先人の美意

識の高さをうかがい知ることができます。 

＜装飾＞ 

有田陶磁器美術館をはじめ、古陶磁器展示室やコ

レクション展示など町全体が美術館と呼ばれるにふ

さわしい個性的で魅力的な建物が立ち並んでいま

す。 

 

 

 

●道路拡幅の為の軒切り、曳家 

昭和３年～７年に行われたメイン通りの拡幅工事で、４ｍ～６ｍの狭い道路が１０ｍに拡げられまし

た。 

この時、不揃いだった町並みの壁面線が現在の形になりました。 

西洋館は陶磁器の買い付けに訪れた外国人の宿泊・接待のために建てられたものです。 

近年、軒切りした建物を曳家し、当時の姿に復元されました。 

 

  

軒切りした明治 9 年（1876）頃の洋館      平成 26 年～28 年修復 
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●伝統的建造物改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修前 

 

 

 

 

昭和７年頃の古写真 

妻入りの大型町屋、本格的な３階建てで、改修工事は

残っていた建築当初の古写真を元に、黒漆喰壁・鋼製

手摺りに復元した。 

 

改修後 

●まちづくりの活動 

 

私たち建築士会は有田のまちなみのファサードをもとに町屋 10 棟を縮尺 1/200 で模型製作しまし

た。これを基に、ワークショップとして模型作りを色々な場所で開催しています。 

近年、有田で活動中の NPO 法人の方々が町並み全体を活かして空き店舗にその時期だけ話題のお店を

入れて賑わう「うちやま百貨店」を企画運営されています。これは今全国でも問題になっている空き家

対策の一環になっていると思います。 

 また、佐賀大学有田キャンパスにデザイン学部ができ、これと呼応するかのようにアートの街として

も活動することになるのでしょう。 
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1 
 

 
4 ワンバイワン 東京大会にて 

 
 
7 近畿 
がんこ見学会 

 
10 

 

 

 
2 

 
3 大阪 がんこ見学会 

 
 
 
 
 
 
 
5 近畿はひとつ 

 
6 会議と見学 志賀直哉旧居 

 
8 適塾 掲載の下見 

 
9 魅力ある和の空間ガイドブック 
近畿版 冊子作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 リスト 

 

 

  11 マップ 
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１－２分科会プログラム 

 

■テーマ 「会員拡大へ向けた取組み/ 楽しむことを忘れない軽やかな女性たち」 

 

■分科会の趣旨 

平成 10 年には 135,382 名いた建築士会の会員も平成 20 年には 99,443 名に、令和 2 年には 71,332 名

まで減少しています。会員数の減少は建築士会全体の運営にも関わることから危機感が抱かれているところで

すが、少子高齢化と人口減の中では維持するだけでも難しい現状があります。 

しかしながら、女性委員会で行っているアンケートからは難しい観点ではなく楽しみながらコミュニケーシ

ョンの場づくりをしている活動がいくつか見受けられました。自らが楽しく取り組む女性ならではの軽やかな

活動に、ヒントがあるのではと感じています。その中から、岐阜県の「気楽にらくだ会」という取り組みを報

告頂きます。また、その他の地域の事例もご紹介。後半は意見交換として全国の取り組みや課題を共有しなが

ら、建築士会のあり方などを話し合いたいと思います。 

 

■司 会  齊藤 裕美（北海道建築士会） アシスタント  新海 直美（北海道建築士会） 

 

■コメンテーター  長瀬 八州余（岐阜県建築士会） 

岐阜県建築士会女性委員会が立ち上がってから 13 年経過した平成 14 年 1 月に、今は「気楽にらくだ会」

という名称ですが、初期の名称は「女性建築士のつどい」としてはじまった会について発表をします。 

建築にたずさわる女性技術者が集まることで、女性同士の交流を図る事を目的とする会であり、又建築士会

に現在加入してない方も誘って、これを機に建築士会への参加を呼びかけ、親睦をメインに研修会等を取り入

れた会として始まりました。 

令和元年度の第 19 回は新型コロナウィルスの為に中止になり、令和 2 年度は計画されませんでしたが、女

性委員会の大事な事業となっています。今回分科会で発表するに当たり、この 20 年間を振り返り、新たな一

歩を踏み出すことが出来ればと思っています。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：進行説明                （05 分）      11：00～11：05 

２．録画：コメンテーターによる活動報告      （25 分）       11：05～11：30 

３．LIVE：質疑応答及び意見交換          （15 分）      11：30～11：55 

４．LIVE：まとめ                 （05 分）      11：55～12：00 
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２－１分科会プログラム 

 

■テーマ 「倖せもついてくる高性能なエコハウス」 

 

■分科会の趣旨 

当分科会はこれまで環境共生住宅、健康住宅をテーマとしてきた分科会の流れの一分科会です。 

自然と共生すること、環境への負荷をおさえること、省エネルギーであること、自然エネルギーを利用する

こと、エネルギー収支をゼロにすること、温暖化の影響を受けて脱炭素化を目指すこと、とその時代のはやり？

により少しずつ題名が変化してきましたが、環境が中心テーマであることには変わりません。今回の中心テー

マは。環境の中の ひと 人間の諸感覚 が中心となります。 

バウビオロギー（建築生態学）「第一の皮膚」としての身体と「第二の皮膚」としての衣服の延長線上に「第

三の皮膚」として住環境を捉え、自然素材を主体そして心地良い空間を作るという考え方です。みなさまとと

もにお話を深めたいと思います。  

 

■司 会  星 ひとみ（宮城県建築士会） アシスタント  小林 淑子（宮城県建築士会） 

 

■コメンテーター  江藤 眞理子（福岡県建築士会） 

 前回は 東北の寒さに対して心地よい温かさを求めて寒さ対策としての発表でしたが、九州などの温暖な地

方では、寒さ対策だけでなく、暑さへの対策が必要です。 

自然の恵みをたくさん利用させていただいて、「夏でも涼しく」「冬でも暖かく」感じることのできる、少し

揺らぎのある住まいが人にも環境にも優しいと思います。単純に空調を効かせて無理に快適性を保つのではな

く太陽や光熱、窓を開けた時の風など、自然環境をうまく取り入れて 光熱費をなるべく抑えつつ気持ちよく

暮らせる空間づくりがパッシブハウスの基本的な考え方、取り巻く環境から守ってくれる住まい。 でもまわ

りの自然と仲良く暮らせる住まい。 そして自然の恵みを活用できる住まい。 そんな住まいづくりをしていま

す。 

パッシブデザインの省エネで快適な家 心地の良い温かさの第一番めに必要なのは、良い空気であることです

が、他にも必要な要素があります。温かい地方でも気密は必要なのかなどを考えながら、パッシブソーラー、

痛風、日射遮蔽の観点から建物をパッシブにとらえてお話をいただきます。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：進行説明                （05 分）      10：00 ～ 10：05 

２．録画：コメンテーターによる報告        （35 分）      10：05 ～ 10：40 

３．LIVE：質疑応答と意見交換           （15 分）      10：40 ～ 10：55 

４．LIVE：まとめ                 （05 分）     10：55 ～ 11：00 
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２－２分科会プログラム 

 

 

■テーマ 「子どもとまち・建築 ～誰でも昔は子どもだった～」 

 

■分科会の趣旨 

私たちは平成 6 年に「子どもたちを取り巻く環境の調査研究」から活動を始め、平成 15 年からは直接子ど

もたちに触れ合う活動を行ってきましたが、コロナ禍により、期せずしてその活動内容や目的を見つめなおす

ことになりました。 

当分科会では最初にこれまで 27 年にわたる部会の活動を簡単にご紹介した後、コロナ禍中及びその後のま

ちや建築、そして子どもの居場所を考える時、私たちが大人として建築士として何ができ、何をするべきなの

かを考えてみたいと思います。 

 

■司会  大森 尚子（三重県建築士会）   アシスタント 森本 千刈（三重県建築士会） 

 

■コメンテーター 岩倉 朗子・宇野 素子・佐藤 里紗・関口 佐代子・氷室 敦子・稲村 和美  

（神奈川県建築士会）  

私たちは神奈川県建築士会 技術支援委員会 子どもの生活環境部会 の部会員です。 

各々設計等の仕事をしながら、建築士会の社会貢献活動として子どもに関わる活動を行っています。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：司会挨拶、コメンテーター紹介と進行説明  （05 分）    11：00～11：05 

２．録画：コメンテーターによる活動報告       （25 分）    11：05～11：30 

３．LIVE：意見交換・情報交換            （25 分）    11：30～11：55 

４．LIVE：まとめ                  （05 分）    11：55～12：00 
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子どもとまち・建築 ～誰でも昔は子どもだった～ 

神奈川県建築士会 技術支援委員会 子どもの生活環境部会 
 岩倉朗子･宇野素子･佐藤里紗･関口佐代子･氷室敦子･稲村和美 

 
 当部会は、平成 6 年に「子どもたちを取り巻く環境の調査研究」から活動を始め、平成 15 年からは

直接子どもたちに触れ合う活動も行ってきました。 
 当分科会では、これまで 27 年にわたる部会の活動を簡単にご紹介した後、コロナ禍中の今、そして

コロナ禍が過ぎ去った後に想像される世の中で、子どもの居場所とまち・建築との関わりに対し、私た

ちが大人として建築士として何ができ、何をするべきなのかを考えてみたいと思います。 
 
◆27 年分の子どもたちと･･･ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                学校での授業支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
      建築学会での発表等             学童クラブでのワークショップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     放課後の居場所(公園)調査            自主企画ワークショップ 
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      創作系ワークショップ              探検系ワークショップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       キャリア教育                 交流・発信・協力連携等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

27 年間の活動一覧 
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◆コロナ禍の中での活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
◆外出自粛期間における子どもの生活についてのアンケート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
  
  

左上：オンラインを利用した 
パスタブリッジワークショップ 

右上：参加人数を絞った茅葺屋根見学会 
左 ：高校でのキャリア教育授業 

左上：子ども専用または共用の机があるか 
右上：子どもの外遊びについて、 

同居の子どもがいない方の回答 
左 ：近隣の子どもの声が気になるか 
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コロナ禍という予期せぬ事態にまだまだ世の中が翻弄されている現在ですが、子どもたちが生きてい

くこれからがどんな時代になるかは全くわかりません。この大きな変化の中、子どもたちを取り巻く状況

や環境を知ることが、最も大切なことなのではないかと思います。 
 
今おとなの私たちもみんな、昔は子どもでした。 
ときには自分が子どもだったときのことを思い出し、私たちに何ができるのか、一緒に考えてみませ

んか。 
 
※発表した活動内容の詳細をまとめた活動報告書を、 
神奈川県建築士会ホームページの書籍販売サイトにて 
販売しております。ぜひご購入ください。 
 
 
 

神奈川県建築士会 HP 
書籍販売サイト→ 
 

 
 
 当部会では 10 月 30 日(土)に活動報告・交流会を予定しています。 

一昨年まで、関わりのある方々をお招きし、活動報告をするとともに子どもワークショップや情報交

換・交流の場として毎年開催してきましたが、昨年はコロナ禍で見送りとなったため、2 年ぶりの開催

となります。今回は本日の分科会で繋がりができたみなさまにもご参加頂きたく、全国からオンライン

で参加できるよう計画中です。 
 ゲストスピーカーとして、子どもと都市環境の研究者であり「まち保育」の活動を実践されている横

浜市立大の三輪律江先生にご登壇頂きます。 
大人として建築士として、今の子どもたちをどう見守り関わっていけばよいか、まちと子どもたちを

繋ぐ視点についてお伺いする予定です。 
詳細が決まりましたら部会ホームページにてお知らせしますので、ぜひご参加ください。 
 
また今後の活動やお知らせも引き続き、部会ホームページで 

発信していきます。 
 お時間のあるときに時々ご覧頂き、問合せページから 
ご意見ご感想や情報等をお寄せいただけると幸いです。 
 当分科会でご縁が出来た全国の方々と、今後も連携し 
情報交換していければと思います。 
 神奈川県建築士会子どもの生活環境部会を、今後とも       ↑子どもの生活環境部会 
よろしくお願いいたします。                    ホームページ 
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３－１分科会プログラム 

 

■テーマ 「熊本地震で被災した古民家を活かしたまちづくり」 

 

■分科会の趣旨 

5 年前に発生した熊本地震で被災した益城町の古民家を再建し、古民家再生後の利活用コーディネート及び

登録文化財への申請補助まで、幅広いまちづくりの取り組みについてご報告頂きます。           

益城町在住で、町の文化財保護委員をされていたこと、熊本県建築士会主催の講習を経てヘリテージマネー

ジャーに登録され、震災以前から近代和風建築物の調査にあたられていたことが、「古民家を活かしたまちづ

くり」の取り組みを進める上で、大きな役割を果たしています。古民家再生と改修後の利活用が、被災後のま

ちづくりの核になるのではないかと活動は継続中です。被災古民家当事者へのインタビューも交えながら、被

災当事者である建築士が、他分野の専門家、行政と連携して建物再生や地域再生にどのように関わっていった

のか貴重な活動報告をお聞きし、それぞれの地域で求められる建築士の役割について考えていきたいと思いま

す。 

 

■司 会  市川 真理（滋賀県建築士会） アシスタント  八木 景子（兵庫県建築士会） 

 

■コメンテーター  松野 陽子（熊本県建築士会） 

2016 年 4 月 14 日・16 日、熊本県益城町は震度７に２回見舞われる未曾有の体験をしました。幸い我が家

は一部損壊で済んだのですが周囲はほとんど全壊でした。 

当時、町の文化財保護委員を委嘱されていたこと、2015 年に益城町内の「熊本県近代和風建築総合調査」

を担当したことなどにより、どこにどんな文化財があるかは把握していました。 

地震後の５月から歴史塾の仲間と文化財レスキュー活動を行いました。 

並行して文化財ドクターの調査案内で町中を見て廻りましたが、次々と解体されていく農家や蔵などを見て

「このままでは益城町から古民家がなくなってしまう」との危機感を持ちました。 

知り合いの古民家所有者の建物調査を皮切りに、建物の価値を所有者と話し合い、８所有者の賛同を得て文

化財ドクターの追加物件として熊本県に申請し承認されました。現在は、登録文化財の申請をすることを条件

に設計・工事費の３分の２が補助されるこの制度を受け、修復工事が完成した古民家を順次登録文化財への申

請を行っています。 

残す決断をされた時点から、並行して利活用を検討し観光庁や農水省、益城町役場、その他沢山の方の協力

を得て古民家を核とした地域おこしを進めているところです。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：進行説明                    （05 分）   10：00 ～ 10：05 

２．録画：コメンテーターによる活動報告          （35 分）  10：05 ～ 10：40 

３．LIVE：オンラインでコメンテーターの追加報告・意見交換 （15 分）  10：40 ～ 10：55 

４．LIVE：まとめ                     （05 分）  10：55 ～ 11：00 
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熊本地震で被災した古民家を活かしたまちづくりの取り組み 

熊本県建築士会 松野 陽子(益城町在住) 

１．はじめに 

・私の住む益城町は熊本市の東に隣接する人口約３３,０００人の町です。 

・永年務めた会社を辞めた後郷土史の勉強を始め、益城町の文化財保護委員を委嘱されました。 

・６名の文化財保護委員の一人が古民家を所有されていたので見せてもらいましたが、主屋、蔵、長屋門、

納屋があり主屋は文久３年築で妻側に見事な鏝絵が施されていました。 

・その家を登録文化財にしたいと考え、熊本県建築士会が主催する講習を受けヘリテージマネージャー

(以後Ｈ・Ｍに略)に登録をしました。（２０１３年３月） 

（２０１５年６月） 

・熊本県教育庁教育総務局文化課より、熊本県を代表する近代和風建築が、老朽化等の事由により解

体・売却される事案が顕在化してきたことを受け、県内に残る近代和風建築の保存状況を早急に把握

し、今後の保存活用のための基礎資料とすることを目的とした「熊本県近代和風建築総合調査実施に

ついて」熊本県建築士会に依頼がありました。 

・建築士会から県内各地のＨ・Ｍに調査依頼があり、益城町教育委員会からは調査対象建物が１４５棟

出されていましたが、調査を実施するＨ.Ｍが益城町には２名しか居なかったことから、一部地区を除

くほとんどの地区を私が担当しました。 

（２０１５年８月） 

一次調査は外観写真と調査票の記入で、追加を含む１５３棟を廻って調査を行いました。 

 

２．地震直後の取り組み 

（２０１６年４月１４・１６日：熊本地震発生） 

 益城町は前代未聞の震度７に２回見舞われました。 

 地震については省略いたしますが、全国からご支援をいただき感謝申し上げます。 

（２０１６年５月～） 

・比較的被害の少なかった文化財保護委員と歴史塾の仲間で文化財レスキューを開始しました。 

 ・被災した祠から、木造の神仏を救済し、一時保管。 

 ・路傍で壊れた石造物(六地蔵や地蔵・猿田彦)などが誤って瓦礫と一緒に廃棄されないように、保護

テープを張ってまわる。（被災地で最初に行われる工事は道路復旧です。保護対応を急がないと瓦

礫と一緒に廃棄されてしまいます。） 

 ・被災建物から古民具や古農具などの救済(レスキュー）。⇒ 町に残った納屋を借りてもらいそこに

仮保管。 

（２０１７年１月） 

 ・甚大な被害の中で、文化財の保護を声高に言える状態では無かったが、仮設住宅が出来上がり、避

難所が閉鎖され時期を見計らって、「益城の歴史遺産を守る会」を立ち上げ建物を含む文化財の救

済活動に取り組むこととしました。 

（活動内容）  ・国・県が行う文化財レスキューの手伝い。 

・チラシを作り仮設住宅の集会場に掲示、各戸に配布した。 

情報を寄せてもらう窓口は文化財保護委員とした。 

・この活動により、珍しい文化財が発見された。 
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・文化財レスキューと並行して、個人的に、全国各地から調査に見える建築関係の先生方を案内する

機会が多くなり広く益城町を見て廻ることとなりました。 

・昨年調査した近代和風建築はほとんどが被害を受けており、倒壊しているものも多く見られまし

た。 

 ・応急危険度判定で赤紙が貼られた家で、修理すれば十分に使えると思われる建物が養生されずに、

地震ではなく雨漏りで手の施しようが無くなったものも見られました。 

※このままでは益城町から古民家が無くなってしまうのではないか？と危機感を持ちました。 

 

３．公的支援 

・被災地に対して文化庁が行なう公的支援に「文化財レスキュー」と「文化財ドクター」制度がありま 

す。 

①文化財レスキュー：被害を受けた建物から民具、日用品、古文書、書籍など歴史的価値のあるもの

を救済し一時保管場所へ収納。リストを作り、清掃整理を行ない建物が修復さ

れたあとに所有者へ返還される。 

 ②文化財ドクター：歴史的建造物の被害調査を行い、所有者が「登録文化財」への登録を了承すれば

修復の設計・監理、修復工事費用の 2／3 の補助が受けられる。 

 

・文化財ドクター対象建物は県文化課が指定したリストにより行われたが、益城町では寺社仏閣が多

く、民家は「西園寺家住宅」のみであった。 

・調査に見えた建築関係者からも益城町の歴史的建造物が無くなってしまうことを危惧する声が寄せ

られ、私自身も危機感を持ったが取り組み方法が分からず困っていたとき、建物修復支援ネットワ

ークの長谷川順一氏（新潟市在住）・文化財保存計画協会（東京在住）矢野和之氏（西原村出身）

などの協力をいただき具体的に取り組むことができました。 

 

４．所有者とのコミュニケーション 

・文化財レスキューや建物調査の時に、所有者と話し込み、被災建物に対する思いなどを聞かせてもら

うと、「先祖が残した建物を自分の代で壊してしまうのは申し訳ない」という思いと「残したら維持

費がかかり子どもたちに迷惑をかけるのではないか」との思いの間で悩んでおられる方がほとんどで

した。 

・その中で修理費用の補助があれば残したい思いの所有者の建物を調査し「文化財ドクター」の追加物

件に出来ないか役場を通して県に打診したが「追加指定はしない」との返事でした。 

・一縷の望みを持って、所有者には公費解体の申し込みをしながらも、解体時期を延ばしてもらいなが

ら、調査資料の準備は進めました。 

・公費解体は期限があり、補助がつくのかどうかもはっきりしないこの時期は所有者にとって不安だっ

たと思いますが、所有者の「家を残したい」という思いの強さが良い結果につながったのだと思いま

す。 

 

５．全国で初めての取り組み 

（２０１７年９月） 

・熊本県は全国被災地では初めての試みとして「未指定文化財」への支援を打ち出し２０１７年９月
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６日付で熊本県文化課から市町村の文化財担当へ文化財ドクターの追加物件を調査するよう文書が

出されました。 

・益城町では既に調査をしていた８か所について県へ申請し補助内定に至りました。 

・図面作成や概算工事費算出・県の審議会での説明を経て本認定され、２０２１年３月現在工事完了

したもの７件、工事中のもの１件となっています。 

・登録文化財への申請 

 ・修復工事が完成した古民家は順次登録文化財への申請を行っていきます。 

 

６．利活用計画 

・所有者が残す決断をされ、補助金が出ることにはなったが、三分の一は自己負担であり、古い建物

は維持管理費がかかるため、今後のことを考えると最低でも建物が自分の維持管理費を生み出し、

更に＋αを生み出す利活用計画が必要だと考えました。 

① 観光庁の支援  

・国土交通省観光庁が行なう「歴史的資源を活用した官民連携の観光まちづくり」へ「益城の歴史 

遺産を守る会」名義で相談を申請(２０１７年１１月２４日) 

・観光庁の施策は、現地調査の上アドバイザーを派遣するというもので、登録アドバイザーの金野

幸雄氏（当時：一般社団法人ノオト代表理事）とともに２０１８年３月２日現地調査に見えまし

た。益城町役場では副町長を始め関係各課長が対応された。 

  ・現地調査の結果、熊本地震の被災地支援もあり観光庁から益城町を支援する方針が出され㈱NOTE

から支援担当者が派遣されることになりました。 

② 具体的な支援業務 

  ・該当地は市街化調整区域となっているため、熊本県に対し開発可能な地域への変更を要請し交渉

を行う。⇒ 町役場担当者と支援アドバイザーが対応し、２０２１年２月に県開発条例に新たに

１項目が追加施行されました。 

  ・県から要求された事項について対応策検討。 

・町役場観光担当と事業内容など打合せ。  

③ 現在の状況 

 ・２軒は、地元若者を中心とする会社（２０２０年１月設立）が新規事業を行う計画で動いてい

る。（レストラン、宿泊・体験施設）⇒（株）ましきくらし（地元社長＋NOTE 九州） 

 ・１軒は、民泊と地域イベントの核施設 ⇒ 所有者 

 ・１軒は、カフェと展示場       ⇒ 所有者 

 ・１軒は、蔵を事務所に、主屋を民泊に ⇒ 所有者 

 ・１軒は、蔵を活かした利活用     ⇒ 所有者 

  ・この計画を進めはじめた時から、夫々の所有者が被災した集落の核となりまちづくりに役立てよ

うとの考えがあり、所有者の意思疎通や連携を図るために２０１９年３月に「益城の歴史遺産を

守る会」の中に「古民家所有者の会」を作り、定期的に会合を持っている。 

  ・古民家所有者の会では、後継者である子どもさん達を会合やイベントに誘い、愛着を持ってもら

うようにしている。 

 ④今後の取り組み 

 ・事業化をした２軒については、 (株)ましきくらしが、来年度の開業をめざして頑張ってい 
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  ます。今後も皆で支援していくつもりです。 

 ・所有者が取り組まれる事業についても、集落の人々の協力も得ながらまちづくりの核となるようみ

んなで支援していきます。 

 ・「益城の歴史遺産を守る会」の会員は、「ましきフットパスの会」や「四賢婦人記念館」の案内人な

ど、いろんなボランティアにかかわっているので、今回の取り組みが成功するようなイベント等を

企画実行していきます。 

※これまで沢山の方々の助力で進めて来ることができました。皆様に感謝しております。 

登録文化財の申請業務や利活用の具体化などまだまだ続きますが、利活用実現の際には益城町までお出

かけ下さい。お待ちしております。 

 

７．その他紹介したい事 

・被災後文化財に指定し、災害復旧補助金を受けて修復している建物。 

 ①木山神宮神殿 

 ・建物が潰れて屋根だけの姿が報道されました。 

 ・解体調査に１年建築に２年かかります。伊勢神宮から建築木材の一部が送られてきました。 

 ②皆乗寺本堂 

 ・向拝が崩れ、痛みが激しかった本堂を、文化財に指定して修復している。 

 ・このような小規模のお寺を文化財として修復するのは珍しく、全国でも希少なデータが収集されて

います。 

 ③浄信寺山門 

・被災後に文化財指定して修復するのは珍しいと言われていますが、実現した理由は 

  ・建築の知識を持つ者が文化財保護委員であったこと。 

  ・町の担当学芸員が有能で熱心であったこと。 

  ・町役場の上層部が理解してくれたこと。 

  ・そして何よりも所有者の熱意の強いこと。 

 

８．最後に 

最初は「被災した古民家を残したい」という思いから始まった取り組みですが、熊本県の英断で正

式に動き始めました。これまで多くの方々と出会い、教えられ、導かれて進めてくることが出来ま

した。全国どこででも災害が起きる現在、日頃から未指定文化財の所在を把握しておくことが大切

だと考えます。今回の発表が、被災地の歴史的建造物救済の一例として参考になれば幸いです。 

 

 

 

有馬家米蔵 河端家主屋 城本家主屋 
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３―２分科会プログラム 

 

■テーマ 「高齢社会とまちづくり/ 私のまち 起承転…」 

  

■分科会の趣旨 

 ここ数年「「社会保障の 2040 年問題」という言葉を耳にするようになりました。2040 年とはどんな年なの

か？日本の人口が約 1 億 1000 万人になり、1.5 人の現役世代（生産年齢人口）が 1 人の高齢世代を支える時

代に突入すると予想されています。高齢化・困窮化・孤立化で苦しむ高齢世代を、減少する現役世代がどうや

って支え対処していくべきか、国の社会保障の面でも議論が始まっています。 

 旧鷹巣町のような小さなまちでは 2040 年を待たずして既にこの危機的状況を迎えており、同じ問題を抱え

ている市町村は少なくないはずです。 

 大都市では気づきにくい高齢者の問題も、地方の現状を知ることで、私たちの住まいや暮らしに直結する重

要な問題として捉え、どう解決するかを考えるきっかけとして、かつて旧鷹巣町で取り組んだ「住民参加の福

祉のまちづくり」についての振り返りを報告させていただき、共に考えたいと思います。 

 

■司 会 櫻井 澄子（栃木県建築士会） アシスタント 松野 範子（山梨県建築士会） 

 

■コメンテーター   松橋 雅子 (秋田県建築士会） 

1992 年 6 月より鷹巣町「福祉のまちづくり」におけるワーキンググループ（住民ボランティアグループ）

の活動に参加。多職種が集まり高齢者及び障害者にこだわらず、私たちが安心して住み続けられる住環境整備、

もっと快適に暮らすための工夫等の提案や、町の建設技能組合青年部とのコラボ「手すり取り付け隊」の実施

など、「家」をキーワードに活動をしてきました。これまでの活動をもとに「住宅リフォームアドバイザーチ

ーム」を（一財）たかのす福祉公社に設置。現在も地域の中で医療、保健、福祉、建築のチームでの活動を行

っています。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：進行説明、コメンテーター紹介と進行説明  （05 分）    11：00 ～ 11：05 

２．録画：コメンテーターによる活動報告       （40 分）    11：05 ～ 11：45 

３．LIVE：意見交換と質疑応答            （10 分）   11：45 ～ 11：55 

４．LIVE：まとめ                  （05 分）    11：55 ～ 12：00 
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「高齢社会とまちづくり/ 私のまち 起承転…」 

 

                        （一社）秋田県建築士会  松橋雅子 

 

はじめに 

 ここ数年「社会保障の 2040 年問題」と耳にするようになりました。 

ところで 2040 年とはどんな年なのか？調べてみたところ、日本の人 

口が約 1 億 1000 万人になり、1.5 人の現役世代（生産年齢人口）が 

1 人の高齢世代を支える時代に突入する年であり、高齢化・困窮化・ 

孤立化で苦しむ高齢世代を、減少する現役世代がどうやって支え対 

処していくべきか、国の社会保障の面では議論が始まっていきます。 

 一方、私の住む小さなまちでは 2040 年を待たずして既にこの危 

機的状況を迎えており、同じ問題を抱えている市町村は少なくはな 

いはずです。 

 大都市では気づきにくい高齢者の問題も、地方の現状を知ること 

で、私たちの住まいや暮らしに直結する重要な問題として捉え、ど 

う解決するか考えるきっかけとして、嘗て秋田県旧鷹巣町で取り組 

んだ「住民参加の福祉のまちづくり」について振り返ります。 

 

「起」：そもそも、なぜ人口約 2 万人の小さな町が「福祉のまちづくり」を始めたのか？ 

秋田県旧鷹巣町は古くから農林業を主産業とし、県の出先機関を置き北秋田の交通と商業の交差

点的な役割を果たしてきました。しかし、時代の流れと共に高速交通体系が進み商業圏は他市町村

に移り、主産業の農林業も年々減少し若者の就職も都会へ求め町を離れるようになり、人口は減少

の一途をたどっていました。（人口約 23，000 人、高齢化率 17％（1992 年）） 

この問題をいち早く解決しようと、その年誕生した新首長が福祉政策を最優先に掲げ、自ら町の

実態を知り、先進地視察（北欧デンマーク）で学び「どんな社会もはじめからあるものではなく、と

もに創りだすもの。」と住民に呼びかけ、1992 年「福祉のまちづくりワーキンググループ」が発足

しました。（以下 WG と表記）この呼びかけに集まった WG メンバーの住民たちは、肩書を持たない

地域の高齢者（平均年齢 65 才）たちで、現役世代のメンバーは私と青年会会長の二人だけでしたが、 

メンバーは「住み慣れた地域で自宅で暮らし続けたい」との思いから、自分たちの知らない町の現状

を改めて学ぶことから始めたのです。  

 

 

 

 

 

個々の聞き取り調査風景 

 

  

1992 年頃合併前の鷹巣町 

2005 年 4 月、合川町・森吉町・

阿仁町の 3 町と合併し、北秋田

市として生まれ変わった。 

 

個々の聞き取り調査風景 ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ全体会風景 聞き取り課題の整理 
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最初の WG の活動は、地域で暮らす高齢者の暮らしの実態を 

把握、様々な課題を掘り起こし３つに分類することから始め 

ました。 

１． すぐできること  

２． 工夫すればできること 

３． 予算化しなければできないこと 

この中で「すぐできること」は WG メンバーが自ら問題解決に      

向けて議論し実践します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば在宅介護の家族から「宅老所があれば…」の悩みに応 

え、自治会館を借りて元栄養士が中心となり地域で出前ミニ 

デイサービスを実践した。また「医師には聞きにくいけど看 

護師には相談にのってもらいたい…」との声に、町が商店街 

に開設した訪問看護ステーションで、元看護師たちの WG が 

留守番をしながら、住民の相談役として頼りにされてきまし 

た。（平均年齢 70 才代のナースたち） 

また当時の私は「在宅ケア」についての意識も知識も無か 

ったので高齢者のみなさんから悩み事を聞きながら、私自身 

もケガで自宅で不便な生活をした経験があったことも重なり、 

他人事で済ますことはできませんでした。何より、家族に迷 

惑をかけたくないからと、施設入所を選択する人が多いこと 

も知りました。建築士としてみんなが安心して住み慣れた自 

宅で暮らし続けることを可能にするために、まずは「住環境 

整備」が大事であると、私一人で WG 活動をスタート、その後 

活動報告をするたびにメンバーが増え、大工や福祉用具販売 

営業マン、理学療法士など多種多様のメンバーが増え、実際の 

住宅改修の現場にて助言・工事を行いました。更には町の建設 

技能組合青年部と秋田大学医学部 OT/PT の協力で「手すり取り 

 

 

第 1 グループ ボランティアの育成とネットワーク 

第 2 グループ 福祉行政の改善 

第 3 グループ 公共機関と公共施設の整備改善 

第 4 グループ ナースステーション利活用 

第 5 グループ 医療と福祉の連携（在宅介護を考える） 

第 6 グループ デイサービス利用拡大 

第 7 グループ 地域福祉センターの利活用 

第 8 グループ 住宅改善 

第 9 グループ 福祉用具利活用 

第 10 グループ 障碍者福祉について 

 

ミニデイサービス利用拡大 WG 

訪問看護ステーションスタート 

福祉用具の利活用 WG 

住環境整備 WG 
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付け隊」の取組も行い、医療・福祉関係者と連携し住宅改修 

を行うことが当事者にとっても、それぞれの専門職にとって 

も有効な手段であることを実感、現在も活動中です。 

 このように、はじめは福祉についての知識がゼロだった住 

民も、活動を通じて互いに教え学ぶことで、介護で悩む人た 

ちから相談を受けることが増えていきました。ある時、メン 

バーの男性が「今は誰かのためだけど、いつか自分のために 

必要なものになるはず」とつぶやき、みんなウンウンと納得 

したことがありましたが、あれから 28 年メンバーは 90 歳を 

過ぎ、今では自分たちの作ったサービスや施設を利用する側 

になりましたが、みんな元気に自宅で過ごしています。（時々 

夕食を共にいただく「いただきボランティア」しています） 

 

「承」：住民の意識が変われば、町は変わる！ 

このように WG 活動によって明確になった地域の課題を受け 

て、行政は予算化しなければできないことについて具体的な 

政策を打ち出しました。2000 年に介護保険制度が導入される 

以前の約 8 年間は、旧鷹巣町がシステムとして在宅ケアサー 

ビスを充実し住民の暮らしを支えました。 

2000 年の介護保険制度スタートまでに WG の提案によって 

実現できたことは下記の通り。 

・ホームヘルパーの増員（1992 年 7 人→2003 年 52 人） 

・訪問看護ステーション開設（町内の開業医との連携） 

・サテライト構想（デイセンターを小学校区開設） 他 

等、介護保険制度のスタート前にほとんどのメニューがライ 

ンアップできてていたことは評価できることだと思います。 

この他、国交省「歩いて暮らせるまちづくり」等商店街の 

バリアフリー化に向けた調査や、高齢者ディマンドバスの 

利用調査等、年間を通して様々な事業への協力も WG として 

関わってきた。ある時は大学生・小中高生と一緒の調査協力 

や、携帯電話の使い方を教えてもうことから始めた予約受付 

センター担当など、高齢者の皆さんにとっては何から何まで 

初めてのことばかりだったと思います。それでも、彼らは新 

しいことをまるで楽しむかのように、大学生たちと語り合い、 

電動車いすに練習としながらも興味津々で乗り回す姿は、 

まるで少年のように楽しそうで、私たちに「老いる」ことは 

決して不安ばかりではないと叫んでいるかのようでした。 

そして、私たちの町で最も大きな成果のひとつは、WG で住 

  

 

歩いて暮らせるまちづくり調査 

高齢者とこどもたち 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ利用者と小学生の交流 

WG メンバーのみなさん 

小学校区にできたサテライトステーション 

歩いて暮らせるまちづくり調査 

WG メンバーと大学生 
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み慣れたまちに高齢者施設が必要であると提言し、調査から実現まで紆余曲折の末 1999 年 4 月老

人保健施設「ケアタウンたかのす（全室個室型）」が開設したことです。この「ケアタウンたかのす」

は、それまで多床室型だった日本の高齢者施設を、ユニットケア型全室個室の施設に変えるきっか

け（故外山義東北工業大学教授）となった施設で、工事の途中にモデルルームを公開し市民が見学し

て要望を出し合い作り上げた初めての施設です。 

 私たちの町は観光都市ではなかったが「福祉のまちづくり」WG 活動を始めてから、多くの視察が

訪れるようになり、「ケアタウンたかのす」完成後は全国の福祉モデルとして県内外から建築関係や

行政関係者の視察者も急増し、町は活気にあふれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「転」：どんなに重要な活動も社会情勢に合わせてギアチェンジが必要 

 私たちはこの活動が長く続くと思っていましたが、「福祉の 

まちづくり」WG の取り組みが 12 年目を迎えたころ、全国で 

平成の大合併に向けた動きが始まっており、近隣の町ではすで 

に財政難から合併に向けた住民への情報発信が広がっていたの 

です。私たちは自分たちの興味のあることに一生懸命過ぎて、 

社会情勢それも地方の情勢についてもっと執着して調べる必要 

があったと思うし、これほど大事な情報に対してあまりにも鈍 

感だったことが悔やまれます。 

 2003 年、これまで福祉政策に力を注いいだ首長は合併に消極 

的だったことが起因したのか統一地方選挙で敗れ、合併推進派の 

新首長が誕生。新首長は福祉政策については前任者を継承しない 

ことが公約だったので、近隣３町と合併協議をスタートさせまし 

た。この状況から、私たちは今後の活動の在り方について議論 

し悩みぬいた結果、。WG メンバーも高齢となり、このままでは継 

続困難であることと、この時、私たちが必要として作り上げた福 

祉サービスを失うのではないかと不安を抱えたままではありまし 

たが、「やるだけたった」とう達成感を持ってフリーズしました。。 

  

「…」：立ち止まることで、これまでの軌跡を振り返り軌道修正を可能に 

結局 2005 年 4 月、旧鷹巣と近隣３町（合川町、森吉町、阿仁町）は対等合併（人口 42，050 人）  

モデルルーム一般公開 

ケアタウン探検隊 

ケアタウンたかのす 完成 ケアタウンたかのす 

中庭 ガラスのピラミット 

商店街を元気にしたい 

高校生主催のイベント 

福祉のまちづくり WG 

運営会議メンバー 

（市職員一人含む） 
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をしました。あれほどまでに住民を巻き込む形で合併議論がヒートアップしたものの、いざ合併が

決まったらあまりにも呆気なく当初は実感が湧きませんでしたが、合併した他町より仕事の依頼が

入るようになったことや、旧鷹巣時代の WG 活動に理解を示し応援してくれる人がいたり、介護保

険・在宅ケアサービスを利用することができるようになった人たちからは「自宅で暮し続けられて

ありがたい」と喜ばれてます。本当に皮肉なもので、日常の生活で助かったと思える人が増えたこと

で、今となれば合併は必要だったのかもと思えるようになりました。 

まちづくり活動も同じで、一生懸命活動しているときは周りを見る余裕もなく前進することばか

りを考えてしまいますが、立ち止まってみると目指す方向や目的に追われ廻りを見回す余裕がなか

ったことに気づかされます。その余裕のなさが、新しい仲間を増やせなかった要因の一つだったの

かもしれません。実際活動して言えることは「まちづくり」活動はグループでなくても一人からでき

ること。そして日々の暮らしの延長線上で「自分ができること」を継続していくことで、その時、時

代に必要な「まちづくり」活動につながっていきます…。 

 

終わりに  

 2040 問題が間近に迫っている今、日本全体も大きな転換 

期であると同時に、地方に住む私たち建築士は自分が生まれ 

育った町の実態を知る必要があります。 

 人口減少が進む町は元気が感じられず、空き家、空き地が 

増え、お年寄りばかりが目に付くかもしれない。 

 でも、高齢者の多い町だからこそお年寄りが笑顔でのびの 

び暮らせることで、町は明るく元気になるはずです。 

ＷＧ活動の中で「建築士の私」というよりも「松橋さんは 

建築士」と呼ばれて、沢山の仲間たちと活動できたことが、 

建築士としてもっと一人ひとりの暮らしを観ることを大事にすべきということを教えられました。 

 最後に、私たち建築士はこれまで「まちづくり」を先進地に学んできましたが、今一度継続できな

かった事例を紐解いてみてください。高齢社会は決して特別な社会なのではなく、これから私たち

が生きていく社会の姿として捉え、夫々何ができるのか？。 

きっとそこに「ヒント」が隠されているはずです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 Memo                                                           

  

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

わんぱあく！皆で書いた太陽の前で 

次世代のかわいい笑顔に、バトンタッチ‼ 
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４－１分科会プログラム 

 

■テーマ 「森林で自立する村づくりと熊本復興支援」 

 

■分科会の趣旨 

熊本県の南部に位置する五木村。標高 1,000 メートル以上の山々が連なる九州山地の奥深くにこの村はあり

ます。村の総面積の９４％が森林に覆われています。村は、この森林資源によって所得向上と地域活性化を促

す＝林業で未来を切り開いていく、という明確なビジョンのもとに『森林で自立する村づくり』宣言を行いま

した。そこで誕生したのが、五木源住宅です。人も自然も地域もみんなが ご
・

き
・

げ
・

ん
・

になる世界を作りたいと

いう思いが込められています。この五木源住宅で使用する木材は、五木村産の葉枯らし乾燥材です。そしてこ

の事業を後押しするのが「五木源住宅協議会」であり、そこでは、建築士・工務店・木工所・流通業者・木材

生産者が協定を結び活動しています。また、熊本地震では、五木産材の組立式ベッドの作成、くまもと型復興

住宅プランの作成、住宅相談など復興支援にも携わりました。 

この分科会では、建築を通じて実践された山間部における地域振興についてご紹介すると同時に、小さな村

における取組みが災害支援にも繋がった事例としてご紹介します。 

地域振興の一端を担う「五木源住宅協議会※」の発足から現在に至る活動のなかで、建築士がどのように携

わってきたのか、また五木源住宅の理念と建築仕様について、ウッドショックへの対応も踏まえながらお話を

伺います。私たち建築士は、地域振興において、また災害復興においてどのような活動ができるのか、また求

められるのか考えていきたいと思います。 

※当初結成した「五木源住宅協議会」は利用状況にバラツキがあったため令和元年にいったん解散。その後、

メンバーの見直しを行い、あらためて五木村を支援する協定者として協定したメンバーにのみ木材の提供を行

っている。 

 

■司 会  竹﨑 由美子（宮崎県建築士会）  アシスタント 藤田 ゆか里（福岡県建築士会） 

 

■コメンテーター  持田 美沙子（熊本県建築士会） 

 ２０歳で五木村に出会う。２０１２年から５年間、五木村の任期付職員として、建設課・農林課に勤務し、

「森林で自立する村づくり」を目指したさまざまな取組みに参画。この分科会で取り上げる五木源住宅協議会

には立ちあげから関わり、現在も五木産材の魅力発信を続けている。自邸を五木源住宅で建築するなど、その

小さな体は今でも五木愛であふれている。地域住民や女性専門職同士の交流の場「すまいともりのわ」を開設

し、“地域の建築士”として今なお奔走中。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：進行説明             （05 分）        10：00 ～ 10：05 

２．録画：インタビュー形式による活動報告  （50 分）        10：05 ～ 10：55 

３．録画：まとめ              （05 分）       10：55 ～ 11：00 
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４－２分科会プログラム 

 

■テーマ 「空き家 見えるカルテ」 

 

■分科会の趣旨 

既存住宅状況報告技術者の資格化から 4 年が経ちました。まだ確立したとは言えない既存住宅の「インスペ

クション」。過去 10 年間、多数の実例を手掛ける中で、既存インスペクションによる「劣化」だけでは表示出

来ない耐震や資産価値等の性能を可視化する為に、新たな項目を加えた『良質住宅インスペクション』とそれ

を所有者や購入者へ可視化する為の『見えるカルテ』を平成 29 年に国交省の H29 年度住宅ストック維持・向

上促進事業の採択を受けて作成しました。宅地建物取引業者、不動産鑑定士、古民家鑑定士等の視点も導入し

ています。リフォーム後の性能や文化的価値まで可視化出来るインスペクションを既存の各インスペクション

との比較を交えながら、皆様と意見交換しより良いものにしたいと思います。 

   

■司会  大塚 美由紀（愛媛県建築士会）   アシスタント 村上 良枝（香川県建築士会） 

   

■コメンテーター  坪倉 菜水（島根県建築士会） コクーン設計舎 代表。 

阪神淡路大震災をきっかけに既存住宅の耐震診断、補強、インスペクションに取り組む。様々なインスペク

ションを行う傍ら、インスペクションの普及が進まない理由や、流通のスピードにインスペクションが追い付

かない実情を踏まえ、課題解決のための取組を行う。良質安全な既存住宅のストックを増やすため、市のリノ

ベーションガイドラインの検討委員や歴史的建造物の保存活用にも取り組んでいる。まちづくり好きが高じて

商店街で設計事務所を営む傍ら、事務所に併設したスペースで弁当屋と八百屋の運営を行う。 

 

■分科会の進め方 

１．録画：司会挨拶、コメンテーター紹介と進行説明  （05 分）  11：00～11：05 

２．録画：コメンテーターによる活動報告       （40 分）  11：05～11：45 

３．LIVE：コメンテーターへの質疑応答及び意見交換  （10 分）   11：45～11：55 

４．LIVE：まとめ                  （05 分）   11：55～12：00 
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4-2 分科会 「空き家 みえるカルテ」 

 

■「空き家見えるカルテ」とは 

空き家見えるカルテを一言で表現すれば『性能評価インスペクション』です。 

少し踏み込んだ言い方をすれば通常のインスペクションに付加して行うことで建物の資産価値や性能の

評価を行い、それをバランスシートで見える化し、流通の過程でより売主、買主にとって有益な情報とす

ることを目的としています。 

■インスペクションを取り巻く背景 

平成 18 年を転機に国はストック型住宅に向けて大きく転換を行いました。 

その中で存在感を増して来たのが住宅診断（インスペクション）です。 

 
一言でインスペクションと言っても実は様々なインスペクションが存在します。 

例としては①平成 30 年の改正宅地建物取引業施行をきっかけとした既存住宅状況調査技術者によるイ

ンスペクション。②アメリカの住宅流通時に行われるインスペクションをベースとした民間資格のイン

スペクション。③イギリス発祥の建築病理学から生まれた建物の詳細調査等です。古民家鑑定協会による

鑑定などもインスペクションに含まれます。下図は既存住宅状況調査技術者のテキストからの抜粋です。 

 

  

下図：ホームインスペクションを取り巻く国の政策 

 
 

平成 18年  住生活基本法が制定され「作っては壊す」フローー型の社会から 

「いいものをつくって、きとんと手入れして、長く使う」ストック重視の 

住宅政策への転換 

平成 24年春 国土交通省が成長戦略目的を踏まえ、平成 32年までに中古住宅・ 

リフォーム市場規模を倍増させる目的を掲げた「中古住宅・リフォーム 

トータルプラン」を策定。 

平成 25年 6 月 上記を受けた中古住宅売買時の利用を前提とした「既存住宅インスペク 

ションガイドライン」を策定 

平成 30年 4月 改正宅地建物取引業法施行 
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■空き家見えるカルテの誕生のきっかけ 

 インスペクションの目的は瑕疵の存在の可能性の表示と躯体、防水に関わる劣化の表示です。 

それらは建物の資産価値に大きな影響を及ぼすことは皆さんご存じの通りです。 

 ですが、そのデータを売主、買主が読み込み、活用できるかというと残念ながらそれは難しいと言わざ

るを得ません。その中で売主、買主が知りたいことを表示し、更にはそれを活用できるデータとすること

を目的として空き家見えるカルテは誕生しました。空き家見えるカルテで表示できる性能は次のような

ものがあります。 

 

通常のインスペクションのイメージ 

        
追加で行うインスペクションのイメージ 
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■空き家見えるカルテで表示できる性能 

空き家見えるカルテで表示できる性能は「資産価値」と「安全」「居住性」です。 

建物は劣化だけで表示が出来ません。耐震性、省エネ性能、環境に大きく左右されます。 

それらの項目について、通常のインスペクションと同日に行うことが出来るよう、評点を 1~3 に分類し、

簡易に建物の診断を行う項目整備を行いました。 

 

  
また、カルテを評価だけのツールに留めない工夫として、レーダーチャートによる結果表示を行います。 
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■空き家見えるカルテの目的 

空き家見えるカルテの目的は、売主、買主に視覚的に建物の性能を表示することで、建物の価値を構成す

る要素を「見える化」し、更に自発的にその性能を高めて貰うことを目的としています。 

レーダーチャートに基づき、性能が低い部分、バランスが取れていない部分について、評点を上げること

でグラフを円に近づける為には何が必要か。何を専門家に依頼したら良いのかを選択できるように配慮

しています。 

■空き家見えるカルテの有効活用の工夫 

空き家見えるカルテを有効活用する為、評点の評価方法について、マニュアルを作成しています。 

また評点はエクセルシートにて行い、レーダーチャートの表示までを自動化。調査者が見るシートと売

主、買主が見る評価シートの一括入力を可能としています。 

シートに参考例の写真を載せるなど、現場での認識による評価の誤差を無くす工夫も行っています。 

 
■空き家見えるカルテの発展的活用 

空き家見えるカルテは島根リーフォーム推進協議会の設立と併せて開発しました。単独で利用できるイ

ンスペクションですが、様々なシステムと組み合させることで改修前、改修後の表示の比較など、誰にで

も有効に活用できるシステムを目標としています。今後もブラッシュアップを行っていく予定です。 
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都道府県別活動報告・アンケート集計 
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北海道

建築士会活動報告

【令和２年活動報告】
〇新型コロナウイルス感染拡大防止の為、大人数が集まる「全道女性建築士の集い」「全道大会」は中
止とした。
〇支部単位では、ＷＥＢで「防災勉強会」、少人数で「マイホームセンター見学会」「住宅設備ショールー
ム勉強会」などを開催した。
〇全道の女性会員とのネットワークづくりをしたいと考え、全女性会員へ郵送でアンケートを実施し、興味
のある活動や積極的に活動に参加できない理由などを調査した。ネットワークへの参加希望者へは、ＷＥ
Ｂセミナーなどの情報を提供した。
【令和３年　活動計画】
〇北海道士会HPの充実
・「住教育活動報告」「家庭科住教育出張講座のPR動画」作成。
・「女性の窓/会誌アーカイブ」の更新。
〇「女性会員によるＺＯＯＭ座談会」を開催予定（６月、９月、１２月）
内容：ミニ講座＋おしゃべりの会

青森

岩手

令和2年度活動報告
・令和3年度提出予定の「魅力ある和の空間」の下調査と、これまでご協力いただいた「魅力ある和の空
間の」物件様へ（A１）パネル化したものを贈呈しました。
　パネル下に東北ブロック色の帯で「青森県建築士会女性委員会」と記載。贈呈先では大変好評で、来場
者様へ説明紹介をいただいているようです。

令和３年度活動計画
・「魅力ある和の空間」4件の本調査、提出予定。完成後パネル化し、各物件様へ贈呈予定。
・これまでの全物件の「魅力ある和の空間」県内各地巡回パネル展を予定（学校・官公庁・施設他）、講演
等の要望があれば順次対応して参ります。
コロナ禍で思うような活動が制限される中ですので、まずは「魅力ある和の空間」を基盤活動として、WEB
＋現地パネル＋各地ロビー展により、物件及び女性委員会の活動をアピールしていくよう努めます。
・ＷＥＢ活用が出来ていないのでこちらにも取り組みながら、会員とのコミュニケーションと、楽しく元気に
なる活動の在り方や活動内容を探って行ければと思っています。

昨年度は建築士会の行事はほとんど中止となり、女性委員会の活動も出来なかったが、３月下旬に東日
本大震災後に女性委員会でもボランティアで参加していた UIFA JAPONの岩泉小本地区での「どこでもカ
フェ」の活動を記録した写真展「被災から10年－UIFA JAPONの見た岩泉町復興の歩み」の協力をした。
また、オンラインでの活動の準備もなかなか整わずにいたが、建築士会本部事務局の協力を得て、６月１
２日にオンラインで総会を開催した。この時、５月上旬に女性委員の役員で遠野市を訪れ、安藤忠雄氏が
手掛けている古民家を再利用した図書施設と地元設計事務所による大規模木造の増改築した道の駅を
視察した内容を報告した。まだまだ集まっての活動は難しいが、今後もオンラインを利用して情報交換した
いと考えている。
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福島

令和２年度活動報告
【第３１回女性建築士のつどい】参加型とＷＥＢ（ZOOM）での開催
「想いを紡ぐ～うつくしま福島～」３月１３日（土）郡山市中央公民館
①活動報告（福島支部）古民家見学会、女性委員会の歴史３０年のあゆみ作成、ふくしまの豊かなまちづ
くりを考える活動のまとめ
②活動報告（郡山支部）建材の吸水実験（中間報告）
※年２回の女性委員会会議は、ZOOMで開催。
令和３年度度活動計画
【第３２回女性建築士のつどい・東北ブロック会】
「想いを紡ぐ～うつくしま福島～」１０月１６日（土）コラッセ福島
参加型とＷＥＢ（ZOOM）での開催
講 演 会：柴﨑恭秀氏（会津大学短期大学部教授）
活動報告：福島支部、郡山支部、東北ブロック会より秋田県、宮城県
見 学 会：福島市民家園（旧広瀬座）

山形

建築士会活動報告

令和2年度女性委員会活動報告(山形県)
平成2年発足以来、継続してきた「ふるさと探検隊」と「秋季研修会」を一事業に集約し、平成30年から「建
築女子フォーラム」と命名し活動を始めました。令和2年10月3日第2回建築女子フォーラムを開催しまし
た。換気、検温、除菌等対策の上500人収容する大ホールに参加者は40名。テーマは「つなぐ」写真と建
築、記憶と記録。写真家の北田英治氏をお招きし、ご講演と、撮影のテクニックをご指導いただき、記憶し
たい写真、記録用写真、意図が違うと撮り方や構図、伝わる想いも違うのだと感じました。3コースのｴｸｽ
ｶｰｼｮﾝも準備し、楽しんでいただきました。
例年、全建女・全国大会・東北ブロック研修会等の参加に予算を確保しています。令和2年は全て延期と
なったため、女性委員会独自の横断幕大小2枚とジャンパー30着を作成し、建築女子フォーラムで初披露
しました。また魅力ある和の空間シートの作成と取材に予算を充て、建物所在の支部にお任せし活動して
いただきました。
　これら以外にも各支部独自の活動などを広報誌あれこれにまとめ県内全建築士に配布し、ＨＰにも掲載
しています。ぜひご覧ください。

秋田

昨年はコロナ感染の影響で予定していた活動はできませんでした。とはいえ秋田県は2022年に延期と
なった全国大会あきた大会へ向けた準備活動と並行して、「魅力ある和の空間ガイドブック」に推薦する
建築物発見の街歩きを行うなど、各支部ごとの活動を行いました。また、年度末の2月6日(土)には少人数
ですが一年ぶりに集い、第1回学習会・幹事会を開催し、各地のトピックやコロナ禍で変化したことなど
様々情報交換をしました。
　全国で緊急事態宣言が出され、誰もが不安で集うことができない状況だからこそ、この機会にみんなが
ICTを駆使してオンライン会議に参加すること目標に、青年委員会の協力を得てトレーニングを重ね、今年
度女性委員会幹事会（6月5日）を単独オンライン会議で開催。昨年度開催できなかった「第16回親子体
験学習会～気持ちのいい家つくろう～」を今年12月能代市で開催することとしています。

宮城

令和２年度活動報告
・会員交流会、お茶室見学会、青年の集い･お泊研修会は中止
・WEB研修会を開催
　① 「お菓子の家づくり」東北ブロック会青年委員会WEB発表会の報告
　② 「宮城県美術館」について
　③ 魅力ある和の空間紹介『旧伊達伯爵邸 鐘景閣』　ほか全6回
　④ R3年3月「建築と私」（仙台支部女性部会合同）～建築家 小川信子先生に聞く～
　⑤ 魅力ある和の空間のポスターとチラシを作成し、連合会HPのQRコードと「女性建築士が紹介する、魅
力ある和の空間‐製作宮城県建築士会女性部会」を入れて、贈呈
・部会や研修会の打合せは全てWEBにて開催

令和３年度活動計画
・部会や研修会の打合せは全てWEBにて開催予定
・WEB研修会「キホンの木の建築講座」隔月開催 全5回（共催 阿部和建築文化研究所）
伝統的な和の空間を持つ木造建築をより一層理解するために意匠や構造を学ぶ講座
・記憶の中のすまい　まとめ（冊子作製）
・会員交流会、お茶室見学会、青年の集い･お泊研修会の開催検討中
・東北ブロック会女性委員会福島大会開催（10/16 対面+オンライン）
・東北ブロック会青年大会宮城大会への協力
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建築士会活動報告

茨城県建築士会女性委員会では、士会に所属する女性建築士10名が女性委員会に所属し活動をおこ
なっています。年に1～2回、各支部活動報告や新メンバー紹介、次年度年間スケジュールなどを掲載した
「アイラルネットワーク」広報誌を女性会員向けに発行しています。毎年１月には、わくわくセミナー(県南県
西)ラブアークセミナー(県央県北)の「企画会＆新年会」を開催して企画提案をおこない一年のスケジュー
ルを決め、セミナー見学会ワークショップの開催など多くの活動をおこなっています。昨年度は一部コロナ
渦によりセミナー等が中止・延期となりましたが「3密対策」を強化しながらオンライン開催も含め、できる範
囲でのセミナーを開催しました。オンライン開催についてですが、女性委員会ではほとんどの委員がZoom
を利用したことが無かったため、12月上旬にzoom操作について一人一人学びました。参加した委員から
は、「Zoom会議による経験を仕事で生かせるようになり、遠方の方との打ち合わせに役立っています」と
仕事の幅が広がったとの報告がありました。

令和2年度の活動内容は、定例⼥性委員会6回、勉強会1回、モンビューロ（冊⼦）２回発⾏でした。コロナ
ウイルス感染拡⼤の中、会員同⼠どのようにコミュニケーションをとっていけるのか⼿探りの中、ZOOMで
のオンライン会議を開催したところ⼤変スムーズに進⾏出来ました。定例会議の後、オンライン飲み会で
暑気払い、忘年会も⾏いました。
勉強会では「地域でのSDGsと再エネの活⽤」と題し、脱炭素社会へ向けて設計として何が出来るかを学
びました。省エネ法の改正により太陽光発電や蓄電池システムへの関⼼も⾼かった様です。ご紹介いた
だいた環境省が製作した「2100年未来の天気予報」では⾝近に環境問題の深刻さを感じられました。オン
ラインでの初開催でしたが、講師の⽅のご協⼒もあり充実した内容になり、会員の皆様にも好評でした。

群馬

埼玉

コロナ禍の中、計画された行事のほとんどが中止でした。３密を避けることと会場が閉鎖となり使用できな
かったことが原因です。そこで進めているのが、オンラインです。
Zoomでの会議やセミナーはどのような方法ですれば良いのかの勉強に始まり、いくつかのセミナーが支
部主催ではありますが開催出来ました。女性委員会全体での会議もオンラインでと進めていますが、現在
は、機材の整っている方のみの参加となっています。連絡の取り合いはラインを使っている支部もあります
が、パソコンを使ってメールでのやりとりが主流です。連合会でアップをしてくれました換気計算のような形
は大変良かったので、群馬建築士会のホームページを利用して同じように勉強会を行うなど、また、見学
会は少人数で現地に行ってビデオで流すなど。まだまだ３密の注意が必要な中、活動が途切れることなく
行っていけるよう工夫をして行きます。

例年行っている行事である新年座談会、見学会、勉強会についてはコロナの影響で昨年度より活動延期
となっております。
委員会は全てオンライン会議で8月、11月、3月の3回行っています。
今後の予定として1月に行う新年座談会は埼玉県の駅周辺シリーズとして次回は渋沢栄一生誕の地であ
る深谷市に決まっております。
又、見学会は宮代町「進修館」、所沢市「サクラタウン」のいずれかを予定しております。勉強会は吉野石
膏虎ノ門ショールームが一昨年から延期しております。
年末まではコロナの影響でいずれも行わない予定です。

今年度は7月にオンラインセミナー「絶対に笑ってはいけない防腐防蟻処理の現実」を開催いたします。
シロアリ被害の実態、住宅を腐れとシロアリ被害から守る方法と、アメリカで通常使用されているホウ酸処
理による防蟻処理についての内容となっております。
コロナが収束するまではオンライン中心に活動していく予定です。

茨城

栃木
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神奈川

神奈川県建築士会女性員会では、令和３年度の活動として、少人数での「メイクレッスン講座」を開催する
運びとなりました。基礎化粧から全体の仕上げまでを全３回で開催する予定でおります。仕事をする中で、
初めての方にお会いする機会や、その後長く共に取り組むプロジェクトの仲間となる上で、明るく気持ちの
良い印象を持ってもらうため、今回は「メイクアップ」といった切り口で皆様に提案をする企画となっておりま
す。現在は、委員会メンバー１名をモデルに起用し、通しの講座PRビデオ撮影を終えたところです。いまだ
明けないパンデミックの中、人が集まるイベントなどは開催できませんが、かつてのような人が集う世界に
戻れる事を信じ、今できること、「己を磨く事」をコンセプトにしております。
３回の講座は神奈川県建築士会内での募集を予定しておりますが、PRビデオの提供は可能ですのでご
興味のある方はご一報願います。

定例はすべてWEＢ会議　（前半はＴｅａｍｓ、後半はZoom）で開催しました。
WEＢ会議のメリットを生かし、委員からの要望もあって、２０時～の開催としました。
帰宅後、あるいはどこにいても出席できるとあって、出席率が各段に高くなりました。
大小設計事務所からゼネコン、行政庁当、所属先が多岐にわたる委員からの近況報告は
コロナ禍の業務への影響もさまざまであると実感できました。定例では、自身の設計
作品の成果発表や過去の海外視察等の情報交換を行いました。また、小人数の委員で、
建物見学会も行いました。
今後はWEBによるセミナー等企画していきたいと考えています。

■定例６回　開催　（すべてWEB 会議）
令和２年　5月２６日（火）　　 ７月１５日（水）　　 ８月４日（火） 　　１１月６日（金）
12月4日（金）　　令和３年　2月17日（水）
■委員会内での見学会
　　　　　　　　開催日　：　令和２年６月2６日（土）　　　 見学地　：　虎ノ門駅前再開発　（設計：日本設計）

東京

建築士会活動報告

千葉

① 委員会開催：5 回WEB 併用 7・9・10・11・2 月 役員会・小委員会1 回
② フェイスブック管理・更新
③ 社会活動
・防災講座Ｖｏｌ．7（コロナ禍でのHUG ワークショップ）2021.2．18 開催
・冊子「地震いつもの備え」印刷(増刷)印刷業者発注
・防災巾着制作
・視察等（防災の現状を学ぶ）防災講習会参加 2020.9.26
④ 研修活動
・千葉県消防学校見学実施 2020.9.26
・建築視察：佐原地域見学会 2021.3.30
⑤ 「建築と子どもたち」ワークショップ
・君津支部主催 ツリーハウスに竪穴式住居建築！下準備
・「 建築と子どもたちのあゆみ」冊子増刷
・ワークショップ用「建築士の仕事」冊子発行
⑥ 全国女性建築士連絡協議会 参加 （福岡）延期：WEB 会議のみ
⑦ 関ブロ女性建築士協議会 参加 （茨城）延期：WEB 会議のみ
⑧ チャレンジ事業 「福祉まちづくり小委員会」
・ステップアップ講座開催5 回開催
断念・中止にした企画
・「逃げ地図つくり」の出前講座・「建築士の日記念事業」への参加
・「免許交付式歓迎会」への協力
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愛知

①　講習会　「空き家対策」　（会員・一般向け）
　　勉強会（Web）　令和2年9月15日　講師：近藤美夏氏（委員）
　　講習会・交流会（Web）　令和2年12月5日　講師：吉田貴彦氏
②　見学研修　「近代建築勉強会
　　　　　～南山学園ライネルス館・カトリック南山教会聖堂・南山寿荘を巡る建築旅～」
　　座学編（Web）　令和2年10月9日　（会員・一般向け）　講師：瀬口哲夫氏
　　実地編　　令和2年11月5日　（会員・一般向け）
③　第10回防災セミナー　「過去の災禍に学ぶ～災害と感染症の深い関りを知る～」
　　（Web）　令和2年10月28日　（会員・一般向け）　講師：福和信夫氏
④　第30回わたしらしい住まいづくり　（一般市民向け）
　　女性建築士の作品・活動パネル展　令和3年1月13日～31日　会場：名古屋都市センター
　　セミナー（Web）　「3.11＆コロナ後の建築」　講師：上野千鶴子氏
⑤　その他　定例委員会12回/年、会報誌・HPでの活動報告　等

新潟

令和2年度は、新型ウィルス感染の影響で企画していた事業を実施する事ができませんでした。令和3年
度は2年度に企画されていた「上越・高田地区のまち歩き」を実施します。万が一ウィルス禍で集まること
が出来ない状況と判断した場合は、撮影班がまち歩きをして配信するなどの方法を検討します。全建女・
福岡大会への参加方法としましては、個人でのオンライン参加と県内に1ヶ所拠点を設け小さい集まりで
参加する方法を考えています。新潟県建築士会は今年度より委員会構成の見直しがあり、女性委員会は
継続委員会となりましたが、より一層の地域貢献、社会貢献、自己研鑽を目指した活動に努めなければな
りません。新しいアイディアを生み出すために、定期的にオンライン茶話会を実施し委員会内で活発な意
見交換を行っていく予定です。集まりづらい状況は続いていますが、オンラインや配信も活用しながら活動
を探り行っていく予定です。

山梨

コロナの影響で全体での活動はできませんでした。
しかし仕事の方はその影響を受けずに出来ていることに気が付きました。そしてなんでこの仕事を選んだ
の？他の人はどんな感じで仕事をしているのだろう・・・などが気になってきました。またこの仕事ってとて
もいい仕事だと改めて感じました。
そこで、女性建築士として生きてきた人生の歴史　仕事観　自分史をカタチにし次世代の女性建築士を目
指す若者たちへメッセージを伝えたいと考えました。

2月27日（土）に青年部主催の建築士の集い参加し、女性部の活動報告として私の思いと共にをパワーポ
イントにて写真付きで自分史を発表しました。これはYouTubeで配信されました。
今後も他の会員や、大工、検査機関の人などにも取材をして資料を作り、中学や高校に出向いて建築の
魅力を発信していきたいと思っています。
また8月には県からの依頼で「建築士の仕事」の体験を小中学生にしてもらう企画に青年部と一緒に行う
予定になっていて準備を進めています。

建築士会活動報告

令和2年度はコロナ禍により、世の中はステイホームを強いられ、各イベントは延期や中止が相次ぎまし
た。当建築士会も影響を受け、委員会活動や会員相互のコミュニケーションもこの一年はほぼない状態
で、このまま令和3年度を迎えるのは大変寂しく思っていました。そこで「集い」だけでも開催したいと考え、
Web上で【リモートで集おう、目指せ100人】を開催しました。リモートワークやWeb会議、講演会などの経験
者も、初めての方もWeb上で顔を合わせませんか？とお声がけしたところ、長野の方のみならず青森、沖
縄、関西圏からもご参加いただき、午前午後合わせて延べ70人弱となりました。目標の100人には届きま
せんでしたが、数年ぶりにお会いできた方もいて元気な様子が見られたのは嬉しかったです。Web上で出
来る可能性と、使い方など多くの会員と共有したいと強く感じました。

長野
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岐阜

三重

建築士会活動報告

昨年の女性委員会活動はWEBにて２回行ったのみで、出席日程のアンケートなど行ったのにもかかわら
ず4-5名と通常の委員会より出席者が少なく、委員の意見など直接聞くことが出来ませんでした。今年度
はもう少し積極的にオンラインセミナーや小規模な活動を行う予定です。その中で、例年行っていた「たく
み女子会」は方法未定ながら12月に開催予定です（去年は中止）。これは、建築業界で働く女性と建築を
志す学生たちとの交流会で「腕力がなくてもいいの？」「周りが男性ばかりで不安･･･」など忌憚のない素
直な質問から始まって、やりがいや幸せにまでおしゃべりが展開していく楽しい行事です。希望を持った若
い人と直接話せる貴重な機会なので、特にプロの女性から好評を得ていて、開催出来ることはとても喜ば
しいことです。また、少しずつ状況が落ち着いていることから現地の見学会も少人数が条件となるので、逆
に普段は入場しづらい場所でも可能と考えています。ただ、お楽しみの賑やかなランチ会はもうしばらくの
辛抱ですね。

令和２年度は、これまで長年に渡り委員を担ってくれた諸先輩方を含めた複数の前任者退任に伴い、今
後の委員の担い手不足と、活動への参加人数伸び悩みから、これからも存続する必要があるかどうか、
全女性会員にアンケート調査をすることから始めました。結果、回収率は44％、活動を期待してくれている
声も少数有り、委員長として活動を継続する決断をし、コロナ禍で従前通りの活動ができないのを転機と
考え、まずは全ての女性会員に公平に情報共有できるよう、約半年で全62名の会員のメールアドレス登
録を完了し、これまでの紙面配信に加え、メールによる情報提供を開始しました。会議は全てオンラインに
変更し、事前のオンライン日程調整ツールを活用して、全回出席率85％以上で開催、活動は、委員がいる
地域毎で企画、開催する形式に変更し、青年委員の活動に共同参画した地元の保育園児に木工体験を
してもらう活動や、茶室改修工事に携わる委員による紙面とメールでの茶室改修工事勉強会の配信、建
築を学ぶ高校生向けに「地元で働く建築士の仕事紹介をする」出張授業等を開催し、いろんな意味で変革
を迎えた1年となりました。

富山
ようやく従来の役員会を開催できるようになり、LINEミーティングも活用しながら会議をしています。講習会
等はタイミングが合わず、県のコロナウイルスのステージが下がらない為開催を断念しております。今後
は、士会で準備された機材を活用する為にも、ＷＥＢ対応可能なシステム作りをしていきたいと思います。

石川

石川県では、毎年恒例となっていた活動をほとんど中止しました。定例の役員会はかろうじてWebを導入し
て行うことができました。
　また、東海北陸ブロック後期の担当県でした。Webでの開催が決まってからはZOOMの使い方や会議の
流れ、分科会の方法など今までとは違うことに対処する必要があり、大変ではありましたが無事開催する
ことができました。
　分科会では、女性委員会の「これまで」と「いま」と「これから」と題し、各県といろいろな意見のやりとりが
でき、有意義なものとなりました。
　今年度は感染状況をみながら、委員の皆さんが安心して参加できるような形で活動をしたいと思ってい
ます。

福井

○住教育事業
　令和2年度は、福井市内の小学校1校で実施しました。授業前半は学校の隣にある製材所の見学と木と
住宅についての授業で知識を深めてもらい、後半はキットを用いた木の時間割づくりを行いました。子供た
ちは様々な樹種の角材に触れ重さや香りの違いを発見し、自宅で拾った木の実などで飾り付けをした個
性豊かな時間割を完成させ、木に親しんでもらいました。（平成24年度より継続事業）
○見学会
三國湊周辺まちあるき（北前船で栄えた湊町の見学／坂井市）
古い町屋をリノベーションした三國湊周辺で、事業に携わった設計者の解説を聞きながら散策しました。
○えいじゅ通信の発行
　青年部が発行する「かわらばん」に女性委員会の情報発信をする「えいじゅ通信」を毎月掲載していま
す。
○定例会議　9回実施（WEB／対面）
○次世代教育セミナー講師派遣
　男女共同参画事業（職業とジェンダーフリー）の講師として福井県内の中学校2校で講師をつとめました。
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兵庫県建築士会女性委員会は、女性部会、普及啓発部会、研究部会の3部会制で活動しています。コロ
ナ禍の1年はいくつもの活動が制限を受けることになりました。女性部会が担当する建築文化交流や、近
建女の「魅力的な和の空間巡行in兵庫」は、直前まで催行の可能性を探りましたが、中止の決断に至りま
した。研究部会もユニバーサルデザイン研究会が活動を再開したものの、企画した講演会などは中止とな
りました。一方、普及啓発部会が神戸市すまいとまちの安心支援センター「すまいるネット」と共催を続けて
きた市民向けセミナーは、万全のコロナ対策のもと、記念すべき20回目のセミナーを盛況にて無事開催で
きました。また、女性委員会の会議体そのものは、全建女会議での経験もあり早々にWEB会議を導入し、
滞りなく開催できました。面積が広く14支部からなる当士会にとっては有効なツールとして可能性を認識し
ました。今年度は昨年度中止になった事業の催行とともに新しい活動の在り方を模索してゆきたいと思い
ます。

兵庫

令和２年度は、定例部会や講座にリモートによる手法を活用したところ、これまで参加が困難であった介
護や子育て世代、遠方の会員の参加が得られ、交流の拡大を図ることができました。当初計画していた
事業を見直し、私たち世代の共通の責務であるSDGｓ（国連が定めた持続可能な開発目標）の勉強会を、
連続講座として「今だからSDGｓ！始めた人になってしまおう」をスローガンに５回開催しました。①行政と
の連携とこれまでの取組のSDGs目線による整理、②自然と文化と共生する庭師さんのＳDGs、③グラ
フィックファシリテーションを活用した市民との協働、④歴史と文化を学ぶことによるまちづくりの持続性の
追求、⑤若い女性の居場所づくりからジェンダーフリーな活動を考える等、SDGsの事始めをしました。
女性部会の活動の目標は、「SDGｓの実現と文化的持続可能性の推進」という京都府建築士会全体の
ミッションとなり、今後、京都府建築士会の事業全てにSDGsのゴール番号を掲げます。そして、令和３年度
の女性部会は、「ＳDGsの振る舞いに慣れる」を目標に、講座でご縁が出来た取組のフォローアップを中心
に実際の活動を始めています。

新入会員歓迎企画として4月開催を予定していた体験型セミナー、「苔おじさんから学ぶ小さな苔で地球温
暖化帽子？」はコロナ禍により10月に延期し実施しました。参加者を制限し、体温測定、アルコール消毒、
ソーシャルディスタンスへの配慮などコロナ対策を行って実施しました。講師は「苔おじさん」こと泉原一弥
氏（大阪府地球温暖化防止活動推進員）『地球温暖化防止と、そのための環境緑化を推進したい』との想
いを伺い、ワークショップでは「苔テラリュウム（9㎝角立方体の地球）」を制作しました。
3月にはクライアントへの提案に、”ささっと”スケッチパースが描けたら、と思う設計者を含め、これから設
計者となる令和 2 年度の建築士試験に合格された方へのお祝い企画として「ささっと描けるスケッチパー
ス」のセミナーを開催しました。
在阪5団体による建築女子会を『第3回 集まれ！建築女子～異業種交流！輝く女性のコミュニケーション
～』をテーマに、仕事で多忙な女性の交流の幅を広げることを目的として、開催にむけて準備をしておりま
したがコロナ禍によりに延期となり開催時期は未定ですが、今後も継続したいと考えています。

大阪

京都

滋賀

残念ながら令和2年度は、新型コロナウィルス感染症の中、活動らしい活動が出来ません。今も新型コロ
ナウイルス感染症の終息が不透明ですが、安心・安全な対応を考え、今年度は活動が行える様準備をし
ています。
今、広く利用されているweb会議も、滋賀県では、環境が整えられるのが少し遅かったので、当時、web会
議の開催を心待ちにしていました。場所移動をしなくてもいいという利点で、いままで出席出来なかった人
達にもきっと参加してもらえる。という期待の中、初めてのweb会議を開催しましたが、参加者は常連のメ
ンバーという現実に直面してしまいました。
留まる事において、リアル会議にはない時間制限が生まれたりもするようです。どの様な工夫をすれば、う
まく使いこなせるのか、模索中です。
コロナ終息後も、引き続き利用されて行くだろうweb会議をうまく使いこなし、変化していく状況に対応しつ
つ、しなやかに活動を繋げて行きたいと思います。

建築士会活動報告
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島根

島根県建築士会女性委員会は木造応急仮設住宅の研究、空家の活用及び研究、研修、会員増強等を
活動の軸として活動しています。
木造応急仮設住宅については、昨年度は県からの要請により、応急仮設住宅の配置計画検討WSと風水
害における住宅の応急復旧マニュアル作成のWSに参加しました。今後も引き続き木造応急仮設住宅島
根版の検討に取り組んでいきます。
昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、集まっての研修会の開催も見送ることとなり、継続してい
た県内の地域実践活動報告会も中止となりました。このような時だからこそ県内の女性委員を中心に県
内の建築士の活動の情報収集を行い、WEBでの発信を行いつつ、コロナ終息後の交流と活動に備えてい
こうと話しています。
また来年度には島根県女性委員会は創立30周年を迎えます。今年度から委員を中心に周年記念事業の
準備を始め、女性建築士のみならず、一般へも建築士の活動のPRを行い、併せて会員増強の機会にした
いと思っています。

奈良

和歌山

鳥取

和室研究部会では「和の住まいの源流を探る　民家の勉強会」を２回開催した。
前編は、地域の気候風土や職に根差した民家の基本的な知識について、後編は、町家、寝殿造、書院
造、数寄屋建築についてZoomを用いオンラインで学んだ。勉強会後、参加者で民家とその暮らしについて
意見交換を行った。
　ふくまち部会では「地域包括ケアシステムにおける建築士の役割を考える」勉強会を士会会館からZoom
配信で行った。講師の居宅介護支援事業者から介護支援事業と居宅介護の実情について、「居宅介護
住宅改修費の支給」を利用した住宅改修の事例の他、介護支援の受け方、利用可能なサービスの内容、
ケアマネージャー目線の意見などについて学んだ。
広報部会では、女性委員会の事業や活動内容について、女性会員への情報提供の場として、季刊誌
「フープ」冬・春合併100号記念号、101号、102号の三号を発行した。

和歌山県建築士会女性委員会では、地元の木や山について子供たち に伝える木育活動に取り組んでき
ました。紀州材を使った木のカレンダーや時間割表を使った対面での活動を行ってきましたが、昨年のコ
ロナ禍に おいては規模の縮小やイベント開催の中止などが余儀なくされました。そこで、対面・集合方式
からオンラインやYouTubeを使ったリモート方式に活動方法を切り替えるなど、内容に応じたWebの使い分
けを行いました。
まず、委員会はZOOMを使ったオンライン会議にすることで、コロナ感染回避の安全対策をとると共に、移
動に要する時間や費用削減の効率化を図ることができました。また、これまでは木工教室等のイベントで
は参加者に対し
て対面での作業説明を行っていましたが、説明内容を紙面 化や動画作成を行うことで、参加者が場所や
時間などの制約に捉われない提供を行うことができました。
このような活動の中で委員相互が協力し、自分たちで紙面や動画を作成することで委員会内の交流や協
力体制の強化を図ることができました。今後も創意工夫をとった委員会活動を行っていきたいと思います。

主な活動である学生デザインコンペティションは中止とし、予定していた防災出前授業や防災ワークショッ
プHUGへの派遣も次々と中止となりました。防災ワークショップへの派遣依頼があったときに、県の防災危
機管理課へお願いして、「災害時の避難所でのコロナ対策」の勉強会を開催していただきました。
年に一度の研修会は、三朝バイオリン美術館で建物見学及びバイオリンとチェロのミニコンサートに参加
し、久しぶりに委員会メンバーと顔を合わせることができました。
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山口

岡山

広島

岡山県建築士会女性部会は、地域貢献と会員向け勉強会見学会を主な活動としています。「中古住宅に
対する10年継続アンケート」事業（2020年度終了）を行う中で、必要性を感じ「リフォームの手引き（2008
年発行）」を再編成し改訂版として2019年に発行、県内の主な図書館公民館に配布させていただきまし
た。本年度は、配布を機に県立図書館より依頼を受けた「リフォーム講座」の開催実施とそれに向けて部
内での勉強会を行っています。また、コロナ禍で大きくIT化した会議や勉強会などの開催方法を積極的に
活用し、これまで参加しにくかった遠方や世代の会員が活動に参加しやすくなるよう工夫するとともに、HP
などをより充実させ情報提供・共有が出来る場になるように進めていきます。実質、女性部会会員として
活動できる役員数の減少が課題でもありますが、一般の方に建築士を身近に感じてもらえる活動、そして
私たち自身が楽しく活動していけたらと思います。

毎年防災をテーマとし、主に子どもたちを対象に「見つけて学ぶ☆たてもの防災探検隊」を開催していま
す。火災や地震などの災害に対する建築物の機能及び避難方法を仮体験することにより、建築物に対す
る知識を深め防災意識を高めてもらうことを目的としています。昨年は開催は難しいと判断し中止としまし
た。主には新たにwebでの会議を取り入れながら、女性委員会設立30周年という区切りの年でもあり、今
までの活動をまとめた記念誌の制作、発行に向けての活動をしました。今年度発行の予定です。

昨年は、コロナの影響で集まっての活動（研修会・交流会）はできなかった。
年６回の役員会は１回は中止としたが、５回行った。内１回はZOOM併用で行ったが、その他は感染対策
をとり、対面で行った。
研修会が出来ないので、毎月発行している「かわら版」をボリュームアップして、省エネ法についての質疑
応答や、昨年行ったイラストレーター講座のテキストなどを配信した。
その他は、県から委託を受けて作成した「空き家利活用事例集」のセミナー講師を年度末に一度行った。
今年６月に開催する予定だったブロック大会の準備が主だったが、ちょうど大会前に感染者数が増えてし
まい中止にせざるを得なかった。しかし、青年部と協力できたことや、山口県建築士会のこれからを考える
良い機会になった。今後、この機会で得られたことを活かしていけたらよいと思う。

徳島

事業名	実施日	備考
第1回　男女参画委員会	令和2年5月30日	建築士会会議室
全建女掲示用
活動報告ポスター作成・提出	令和2年6月30日	
第2回　男女参画委員会	令和2年9月15日	ＷＥＢ併用
「セクハラ・パワハラ勉強会」	令和2年11月27日	ＷＥＢ併用（※）
魅力ある和の空間推薦物件提出	令和2年12月25日	3物件
令和3年　新春意見交換会	令和3年3月27日	小松島リゾート

○令和2年度に実施を予定し、感染症の影響により中止とした事業
　　　　・勉強会1回
　　　　・建築見学バスツアー

建築士会活動報告
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■オンラインセミナー
新型コロナ対策として、初めてZOOMを活用したオンラインセミナーを開催しました。初回は、前年に雨水
対策で先進的な取り組みをしているドイツの自治体を視察した会員からの報告会でした。初めてのオンラ
インセミナーだったため、プレセミナーとして初めての方の接続をサポートするセミナーも合わせて開催しま
した。
その後、県内で豪雨災害が発災したこともあり、水害で被災した建物の復旧支援方法について、その前
年に被災地支援を経験した佐賀県建築士会の会員を講師に招いてのセミナーを行いました。これらを含
めて、全5回のオンラインセミナーを開催しました。

■令和2年7月豪雨災害　被災地支援活動
7月に発災した大牟田市の豪雨災害では、現地で活動しているNPO法人と協力し、「建物被害状況に応じ
た復旧支援ボランティア活動」および「住まいの相談会」を行いました。相談会は9月から12月まで続き、延
べ11回開催しました。支援活動と相談会に延べ104名の会員が関わりました。

福岡

高知

香川

愛媛

建築士会活動報告

4月　第1回定例会議
6月　第2回定例会議（WEB）
7月　第30回全国女性建築士連絡協議会（福岡）【延期】
8月　第3回定例会議
　　  連合会女性委員会より「魅力ある和の空間ガイドブック（ＷＥＢ最終版）」制作依頼
10月第4回定例会議
　　 「30周年記念冊子」の制作企画会議（WEB）
12月 第5回定例会議（WEB併用）
　　　「魅力ある和の空間ガイドブック（ＷＥＢ最終版）」推薦表提出（10件）
2月　第6回定例会議（WEB併用）
随時　「魅力ある和の空間ガイドブック（ＷＥＢ最終版）」担当打合せ、建物調査「30周年記念冊子」年表
作成打合せ、構成･デザイン打合せ

令和2年度は、コロナ禍により多数の事業及び計画が中止となりました。
年4回開催している女性委員会も第1回目のみ対面開催、2回目と3回目はzoomにて開催、4回目は中止
となりました。
また通常は年度中に4回開催している勉強会等のうち2つは開催方法を工夫しての実施、残りの2つは中
止いたしました。実施した2つの勉強会について報告いたします。
・見学会：建築等の見学会を対面で開催するところ、見学対象の資料を会員に配布し、各自のペースで自
由に見学するというセルフ見学会として実施。
・暮らし+勉強会：暮らしをより良くするための体験型勉強会。今回は顔ヨガの講師を招き、zoomにて顔ヨ
ガ体験セミナーを実施。
令和2年度を振り返って。zoomを利用しての委員会は、最初は戸惑いもありましたが、お子さんがいても
自宅で参加できるというメリットもありました。また勉強会においては、少ない予算でも全国レベルの講師
を呼べるというメリットを感じました。

活動は例年に比べ減少している。継続して開催できたものとして、「いたわり住宅研究会」では、高齢者や
障がいのある方を対象とした住宅改修、新築に関する相談会を毎月1回開催している。相談のない月は車
椅子の介助体験や、車椅子補助具の使用について勉強を行った。新たに相談会のPRチラシ作成や、情
報発信と相談受付をSNSでできるようにした。
また、昨年実施した「居住支援研究会」では空き家の利活用に関する勉強会が好評だった。空き家を活
用に向け準備している住宅の見学や、廃校になった小学校を集落活動センターとして活用している事例
の見学を行った。地域の方に廃校を活用する経緯など話をお聞きすることができた。
その他、青年委員会とともに定例勉強会を開催し、WEB配信の勉強会を行ったり、建築マップの作成を進
めたりしている。
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宮崎

宮崎県では未来創造部として青年委員会と共に活動しています。会議は、ＷＥＢで行っています。回を増
すごとに慣れてきて、意見も出やすくなってきました。リアルに集まる会議は予算の関係で回数が限られ
ますが、ＷＥＢだと自由に開催できるためメリットが大きいと感じています。　研修会は「無垢の木と漆喰」
と題して計画したもののオンライン開催は要領を得ないこともあり実施するに至らず、今年度に持ち越しと
なりました。一方で、連合会からの案内により通常は参加できない他県の研修会にオンラインで参加する
機会に恵まれたことにとても感謝しています。

大分 新型コロナウイルス感染拡大の影響で女性会員の活動は行っていません。

建築士会活動報告

佐賀県建築士会女性委員会の活動は、通常年2回程度開催する建築物見学を中心とした定例会は開催
できなかったが、各々がＷＥＢ会議に対応できるように、ＬＩＮＥ・ＺＯＯＭ・Google meetを使う勉強会を行っ
た。このような状況でも、各地区での活動では、感染予防の対策をして対面で行ったものもあった。その
活動の1つに、佐賀県鳥栖市を中心とした鳥栖地区で長年にわたって開催している、幼稚園児を対象とし
た「ちびっ子大工さん塾」は、今年度は園児と協力してベンチを作り寄贈した。制作に関しては、密を避け
るため建築士がベンチ本体を作り、園児各々が（絵タイル）を作って合体させたベンチが完成した。私たち
建築士会の会員にとっては、年に1回の活動でも、参加した園児にとっては貴重な体験になる。感染拡大
の状況では、中止にする決断も必要だが、感染予防対策に知恵を出し、活動を続けていく事の大切さも
知った。
2021年度は、ＩＣＴ機器を活用し活発な活動ができるよう皆で勉強していきたい。

長崎県建築士会女性会員は77名、女性委員会のメンバーは6名で、県内の女性会員の約8％で活動中
です。
令和2年度の活動として
①住宅リフォーム推進事業　イ、事業者向けセミナー　ロ、リフォーム講座各１回開催
②長崎県住宅フェアー（和の空間の2年分の7ヵ所をパネル展示）5日間
③無料住宅相談会　毎月１回長崎市にて開催（長崎支部の女性部会と共に活動）5月を除く11回開催が
主な活動です。
④べっぴんセミナー（収納）を3回シリーズで企画しましたが、コロナ禍のため今年度に延期
４月１日現在、女性会員は、昨年度より2名増加しましたが、この増加は、総合資格学院の会費1年間免
除による入会者増であり、期間が過ぎれば退会者が出るので、建築士会全体の魅力のなさが原因なの
かと反省しております。
現在、資格を持つ女性の25％程度しか建築士会への入会がないので、魅力ある建築士会を女性の手で
作り出すべく、まずは女性会員を増やすことを目標に日々精進しております。
全建女の第一分科会「会員拡大へ向けた取組み」に参加して、見聞を深めたいと思っております。

熊本

●通年の活動：新型コロナ感染拡大防止のため、通年の活動はほぼ自粛となり、毎月第4土曜日開催予
定だった「住まいづくり相談会」も12月のみの開催となりました。ユネスコ登録となった「妙見祭」の傘鉾を
モチーフとした屋根をもつ「伝承館」の現場見学会も縮小開催となりました。季刊誌としての瓦版発行、
facebookでの活動発信は定期的に行っています。
●H28熊本地震関係：女性建築士の震災記録簿作成を継続中です。
●R2.7月豪雨災害関係：再建のための住まいの相談会をR2.8月より毎週日曜日、熊本県建築士会八代
支部と連携して開催中。相談会の運営は主に女性部会が担い、各会場の段取りやチラシやFB、ＦＭ等で
相談会の周知等を行っています。被災後１年が経過し、日々、相談内容が変化するなか、被災された
方々に寄り添って、今後も復興に携わっていきたいと思います。引き続き皆様のご支援をどうぞよろしくお
願いいたします。

佐賀

長崎
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沖縄

鹿児島

建築士会活動報告

令和２年度は、｢おごじょミニセミナー｣と題した対面形式とオンライン形式によるセミナーをテーマ別に開
催。小規模での対面形式のセミナーを動画撮影し、後日会員へ向けてYouTube配信を行った。｢歩｣：会員
の事例報告会、｢色｣：色彩講座、｢技｣：若手建築士による仕事講座の全３講座を開催。県内百貨店内展
示スペースで「魅力ある和の空間展」を開催。熊毛支部では小学生を対象とした出前授業により校舎の実
測による縮尺の授業を実施。年間活動をまとめた会報｢よかおごじょ５２号｣を発行。本年度からは新型コ
ロナ対策を十分に行いながら、県内での建物見学会の実施や、各セミナーの充実等、会員の声を直接活
動に繋げる体制づくりを目指して各事業準備作業を行っている。

　沖縄県は緊急事態宣言等の期間が他県よりも長く、イベントを企画しても開催できていないのが現状で
す。
　この現状を打破するために､先月より「委貝会メンバーを増やすためには､活動参加率アップするには」な
ど議題をあげ､定例会を月一で開催することを決めました。
第１回定例会では入会したばかりの方から、［建築士会に入っていることのメリットや活用方法がわからな
い］との率直な意見があり、その事に対してこれからの活動への意見交換ができました。
次回からは、目的･活動テーマ等を再度設定し、積極的に企画し定期的に開催することや、各委員会の活
動内容及び入会によるメリットをもっと認知してもらうことを念頭に活動を行っていきます。
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10 2 女性、被災地応急支援 監事 500,000 264,050 125,000 110,950 北海道

8 2 総務、女性 200,000 90,000 50,000 50,000 10,000 青森

11 2 女性、地域貢献 100,000 岩手

10 2 広報・交流、女性 500,000 50,000 40,000 110,000 50,000 宮城

4 1 女性 220,000 60,000 110,000 50,000 秋田

7 2 まちづくり、女性 450,000 250,000 200,000 山形

6 1 女性 300,000 200,000 100,000 福島

7 1 女性 790,000 110,000 170,000 460,000 50,000 茨城

5 0 栃木

7 2 女性、建築士制度 300,000 100,000 100,000 100,000 群馬

5 1 女性 常務理事 200,000 50,000 150,000 埼玉

8 2 女性、まちづくり 600,000 220,000 380,000 千葉

15 2 女性、環境 400,000 東京

10 3 総務企画、景観整備機構、女性 505,000 177,000 105,000 123,000 会議室・資料代・研究費等100,000 神奈川

5 0 400,000 75,000 120,000 25,000 32,000 山梨

12 1 青年・女性 長野

8 1 女性 新潟

静岡

16 1 女性 1,263,800 300,000 343,800 490,000 130,000 愛知

9 1 女性 834,000 364,000 190,000 245,000 35,000 岐阜

10 1 女性 314,094 68,000 206,094 33,000 7,000 三重

10 2 広報、女性 374,115 69,000 140,000 162,115 3,000 富山

9 1 女性 800,000 30,000 464,000 248,000 会報30,000、事務28,000 石川

8 1 CPD・専攻建築士 200,000 100,000 50,000 50,000 福井

13 2 女性、まちづくり 400,000 300,000 100,000 滋賀

10 0 監事、青年部会部長 389,086 163,200 225,886 京都

7 0 女性、賛助会員 △100,000 0 0 △100,000 大阪

6 1 女性 237,290 43,000 64,290 117,000 13,000 兵庫

9 1 女性 135,700 0 0 60,000 75,700 奈良

10 1 女性 和歌山

6 1 女性 200,000 鳥取

7 2 総務、女性 400,000 200,000 100,000 100,000 島根

10 1 教育・事業 856,000 127,000 90,000 200,000 314,000 岡山

11 3 女性、広報、CPD・専攻建築士制度 729,200 448,200 133,000 148,000 広島

5 1 教育・事業 女性部長 1,000,000 370,940 104,000 500,000 25,060 山口

12 0 男女参画 660,000 30,000 300,000 330,000 徳島

6 1 女性 監事 610,000 70,000 428,500 80,000 31,500（定例会会場費、印刷代、封書
ハガキ代、雑費）

香川

6 1 女性 650,000 171,840 231,000 247,160 愛媛

8 2 女性、事業 高知支部副部長 410,000 165,000 245,000 高知

8 1 青年・女性 540,000 200,000 0 200,000 140,000 福岡

12 2 女性、表彰 50,000 50,000 佐賀

8 2 広報、女性 150,000 長崎

14 0 300,000 100,000 100,000 100,000 熊本

9 0 1,500,000 350,000 210,000 930,000 10,000 大分

11 1 女性 257,000 119,000 68,000 70,000 宮崎

10 0 740,000 130,000 160,000 450,000 0 鹿児島

7 1 青年・女性委員会 300,000 250,000 20,000 30,000 沖縄

405 56 　 合計

委員長数
／女性委員長

女性が委員長を勤める委員会 その他交通費 活動費全体予算その他の役職 渉外費
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魅力ある和の空間ガイドブック ご案内 

人々のライフスタイルが変化する中で、地域の環境に適した伝統的な住まいに暮らす人々が

減り続けています。なかでも日本の住まいの中で培われた和室や縁側といった和の空間がなく

なりつつあることが危惧されています。このような状況をふまえ、女性委員会では 2016 年よ

り「和の空間」をテーマに活動してきました。そして、「和の空間を体験して、その魅力を再認

識できるような建築を紹介するガイドブック」を制作しました。 

このガイドブックは、全国各地で公開されている和の空間の事例の中から、「魅力的なもの、

これからの居住環境への示唆に富んでいるもの」を、都道府県ごとに数点ずつ選んで紹介して

います。和の空間をあらためて捉え直し、今後の設計活動、居住環境づくりに活かしていくこ

と、多くの方々に全国各地に現存する貴重な建築の魅力を広めることを目的としています。 

ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編著 日本建築士会連合会女性委員会 都道府県建築士会女性委員会（女性部会） 

日本建築士会連合会 女性委員会 魅力ある和の空間ガイドブック HP 

https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/jyosei-iinkai/guidebook.html 
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協賛企業広告 

  



102 
 

  



103 
 

  



104 
 

  



105 
 

  



106 
 

 

 

 



107 
 

  



108 
 

 



109 
 

  

  



110 
 

  

  



111 
 

  



112 
 

Memo 



 
 

令和３年度 全国女性委員長（部会長）会議（WEB）写真         2021 年 7 月 17 日 
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